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No 企業名 平成28年度報告 平成27年度報告

1 イギン株式会社

「基本契約書」は販売先とは相手先フォームにて大部分、仕入
先とは自社のフォームにて殆どの取引先と契約書を締結していて
る。「歩引き」及び「金利引き」取引は存在しない。得意先からの
支払いはGMSは各社各様で現金と手形共に存在、百貨店から
の支払いでは現金と手形は半々である。当社からの支払いは下
請法に則り適切に処理をしており、生地取引については手形が大
半である。アゾ染料の規制に関しては不使用宣言書の提出要請
に加えて検査機関での検査も行っているが、その検査時間及び
負担は課題である。国際会計基準(IFRS)は本年度より導入し
た。

「基本契約書」は全ての取引先と締結している。仕入先とは自社
仕様の契約書、販売先とは相手先仕様の契約書にて締結を
行っている。受発注は電子システムで行っている。「歩引き」、金利
引き取引は行っていない。自社システムを3年前に構築し、現在は
2016年からの国際会計基準IFRSの導入に向けて準備を始めて
いる。アゾ染料の規制に関してはブラックフォーマル染料には含有
の可能性が高いと想定される為、3年前から不使用宣言書を要
請する等の体制を構築している。

2 イトキン株式会社

「基本契約書」は販売先に対しては相手先フォームにてほぼ全
てと、仕入先に対しては当方のフォームにて全ての取引先と締結
している。「歩引き」「金利引き」は全廃済である。支払いの手形
に関しては10日締め、月末払い上限90日となっている。アゾ染料
の規制へ対応しては不使用宣言書の提出に加え、素材背景を
考慮し素材試験を実施する等、万全の体制をとっている。本年12
月の取り扱い絵表示変更についてはは準備中。4月の景品表示
法改正については日本アパレル・ファッション産業協会と連携して
優良誤認を発生させないよう、厳しい対応を行っている。協議会の
情報化の業界標準化システムの事業の必要性は理解している
が、現状システムからの切替負担は課題と認識している。協議会
への新規入会勧誘は継続して貰いたい。

「基本契約書」は自社仕様にて全ての取引先と締結しており、新
規の取引については「基本契約書」の締結が口座開設の条件
となっている。発注は国内外の工場を含み川上迄を繋ぎ自社の
WEBシステムにて全ての部材を発注し生産進捗の管理まで行うこ
とが出来ている。「歩引き」、金利引き取引は存在しない。アゾ染
料、取扱絵表示変更法制化に関しては積極的に取り組んでい
る。CSR活動としては海外工場の監査体制の構築を進めている
が、その費用負担が課題となっている。

3

株式会社オンワード
ホールディングス
（株式会社
オンワード樫山）

「基本契約書」の締結率は前年の75.0%から77.4%に高める事
が出来た、新規の口座は開設時から経理部門と生産部門が連
携してチェックを行い契約書が無い場合、口座の開設ができない
仕組みとしている。「歩引き」取引は一切行っていない。手形は末
締め翌末起算90日を基本としており、利便性を考慮した電子債
権手形の利用も増えている。昨年度に引き続き、企画生産社員
全員を対象とした講習会を実施、本年度は下請法に加え12月よ
り運用開始する取り扱い絵表示の変更について説明。電子タグ
RFIDは本年7月より商品下げ札への利用を開始し2年半をかけ
全商品への装着し、その間に読み取り実験等も行い、2019年度
より全社的な本格稼働を予定している。当社は独自のCSR調達
体制構築を目的に関係する基準を設け、生産工場を認定制度
を開始している。

「基本契約書」の締結率は前年並みの75%弱ではあるが、新規
の取引先との「基本契約書」の締結は必須としており、契約書締
結企業数は増加している。「歩引き」、金利引き取引は一切存在
しない。自社の基盤システムを本年3月から稼働を開始し業務を
電子化切替えを進めているが一部では紙伝票での取引が残って
いる。本年度は下請法・コンプライアンス・品質管理講習会を企
画・生産担当者全員参加し開催した。「SCM統一伝票」は新たな
システム上で電子化され、必要であればプリントアウト出来る仕組
みとなっている。アゾ染料の規制は法制化を受け不使用宣言書
の提出要請を徹底及びチェックする体制を構築している。

4
カイタック株式会社
（株式会社カイタック
インターナショナル)

「基本契約書」は販売先とは相手先フォームにてほぼ全て契約
を締結している、仕入先とは自社フォームにて契約の締結、または
覚書等にて支払い条件の明示を行っている。契約書の内容につ
いて見直しを毎年継続して行っている。「歩引き」についてはグ
ループ企業再編の中で一部で残るが、今後は廃止の方針であ
る。支払いに関して手形は末締め翌15日払い上限90日、現金で
は末締め翌末払い。本年4月のアゾ染料規制に対応及び12月
の取り扱い絵表示変更への対応は担当部門にて進めている。日
本ファッション産業協議会の日本製品認証J∞クオリティー事業
は、当社の国内生産比率の高さ、国内工場縫製従事者を日本
人体制としている事もあり興味を持っている。協議会の取引適正
化活動を広める為の新規入会企業勧誘の事業を進めて貰いた
い。

「基本契約書」は、全ての取引先との締結を推し進めており、昨
年には自社仕様の契約内容の見直しも実施した。「歩引き」取
引は2011年から交渉を進め廃止した。現在、自社基盤システムを
2018年構築に向けて作業を進めている。ユニフォーム事業も行っ
ておりSCM推進協議会のユニフォームワーキングの活動には注
視している。また、課題は得意先毎の品質検査の基準が統一化
が出来ていない点である。

5
株式会社
三陽商会

「基本契約書」について、販売先は相手先フォームにて、仕入先
とは自社フォームにてほぼ全ての取引先と契約の締結が出来て
いる。「取引ガイドライン」に則った契約の締結先は8社である。
「歩引き」「金利引き」の取引は存在しない。支払いに関しては大
部分を占める大手商社へは期日現金払い、手形の取引の場合
は20日締め、翌5日起算の120日としている。本年4月施行のアゾ
染料規制に対しては当社の品質管理基準を改訂して仕入先に
不使用宣言書の提出を要請、景品表示法に課徴金制度が加
わった事に対しては優良誤認を発生させない様、社内へ周知徹
底を図り半期に一度発生状況を全社で共有している。12月の取
り扱い絵表示の変更に関しては、社内向けの研修会も行い法制
化に従った表示開始の準備を進めている。CSR活動の一環として
羽毛再生事業のグリーンダウンプロジェクトの活動を継続してい
る。

「取引ガイドライン」に基づいた「基本契約書」の締結は8社、そ
の他の仕入先とは自社仕様の契約書にて全ての取引先と締結
している。発注に関しては昨年度に稼働を開始した全社基盤シス
テムの中で適切に行われる仕組みとなっている。「歩引き」、金利
引きの取引は一切存在しない。昨年は法務・コンプライアンス室
及びCSR推進委員会の組織にて下請法に関する周知の活動を
強化した。アゾ染料の対応については法制化を受けて、仕入先よ
り不使用宣言書提出の徹底、全社員対象にアゾ染料規制の
法制化対応に関するQC/PL研修を行った。CSR活動の一環とし
てリサイクルの事業を行うグリーンダウンプロジェクトの協会に加盟
した。
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No 企業名 平成28年度報告 平成27年度報告

6

株式会社
TSIホールディングス
（株式会社
TSI・プロダクション・
ネットワーク）

仕入取引先との「基本契約書」については「取引ガイドライン」に
準拠した「基本契約書」にて締結している。「歩引き」「金利引
き」は全廃した。支払いは現金での取扱い件数が多く、手形取引
では電子債権手形を利用するケースが拡大している。昨年度は
中小企業庁の適正取引推進講習会を取引ガイドライン説明会
と合わせて社内研修として2度開催した。全社基幹システムの刷
新を行い2015年の3月より稼働開始させている。アゾ染料規制に
対しては不使用宣言書の提出を要請する事と平行し、検査の体
制も構築している。12月の取扱い絵表示変更に対応した自社シ
ステム改修が完了し、運用予定である。協議会での情報化事業
でのシステム標準化活動は重要と認識している。

「基本契約書」の締結はTSIプロダクションネットワークの担当す
るグループ基軸ブランドを担うアパレル会社を中心に「取引ガイド
ライン」で推奨する基本契約書の様式にて全ての取引先と取り
交わしている。「歩引き」、金利引きの取引は全廃している。支払い
に関しては仕入先の利便性も考慮して電子手形決済のでんさい
ネットワークの利用を進めている。本年度3月から導入した新たな
基盤システム構築は最終の段階を迎えている。

7
株式会社
フランドル

「基本契約書」に関して販売先は相手先フォーム、仕入先は自
社フォームにてほぼ全ての取引先と契約を締結している。「歩引
き」及び「金利引き」取引は全廃済である。支払いは現金を原則
としており、月末締め翌々月末払い、90日を上限としている。本年
4月のアゾ染料規制に対応した社内説明会を実施して啓蒙活
動を進めている。本年12月の取り扱い絵表示の変更への準備は
進めているが、変更内容の消費者への周知には課題が存在す
ると認識している。電子タグRFIDは業界で先行して進めたが、現
状では機器の費用負担等の課題もあり利用を止めている。2015
年に改正された「電子帳簿保存法」による取引データの紙の保
存に代わる電子保存の開始は注視している。

「基本契約書」は取引口座開設を前提としている。本年度より単
発の取引先に対しても契約書の締結を推し進めた。「歩引き」、
金利引きは3年前に全廃した。支払いは月末締め、翌々月末とし
て90日を上限としている。本年度全社の業務を統合する基盤シス
テムの導入行い、運用を開始した段階である。国際標準化へ対
応してのアゾ染料の規制、取扱絵表示のISO移行に関して、品
質管理部門より社内の生産現場への啓蒙活動を進めている。

8
株式会社
レナウン

「基本契約書」はTAプロジェクト「取引ガイドライン」に則った内容
にて仕入先と契約の締結、得意先とは原則相手先のフォームに
て契約を締結している。「歩引き」「金利引き」は一切存在せず、
相手先からの要請があっても断るスタンスである。手形での支払い
も一部存在しているが、支払いサイトは下請け取引の相手先に係
らず90日以内としている。本年4月のアゾ染料規制に対応して、
社内外への説明会を開催し、店頭スタッフが消費者からの問い
合わせに対応できる体制も整備した。また「景品表示法改正」に
関しては従業員への注意喚起を行い、12月施行の取り扱い絵表
示の変更に向けては、イントラネット等を活用し店頭スタッフまで適
切な情報の浸透を図っている。一昨年に刷新した全社共通の企
画生産システムは、安定的に稼働している状況である。

「基本契約書」はTAプロジェクト「取引ガイドライン」に則った内容
で、新規の取引先とは締結を推し進めている。「歩引き」、金利引
きは一切存在せず、相手先からの要請があっても断ることになって
いる。全社的なコンプライアンス意識向上のため、定期的に研修
を実施し、理解度を測るテストも行っている。昨年、企画・生産から
入荷までの情報を統合し、製品および資材の発注を全社共通で
行えるシステムを構築した。従来より「繊維製品に係る有害物質
の規制に関するレナウン基準」を策定し、安全確保に努めている。
今回の法制化に伴い、より確実な品質管理体制の確保に向け
て、当社基準の見直しと社内外への説明会を実施している。オム
ニチャネルの重要性は認識しており、様々な提案にいて検討して
いる段階である。

9
株式会社
ワールド

「基本契約書」は販売先は相手先フォームにて、仕入先とは自
社フォームにてほぼ全ての取引先と契約を締結、締結率は前年
度の99.6%から99.7%にまで高める事が出来た。下請法については
仕入調達担当者への定期的な説明会を実施している。「歩引
き」「金利引き」取引は存在しない。支払いの仕組みとしては、手
続きの簡易さと利便性を考慮して企業ネットバンキング「でんさい
ネットワーク(電子記録債権)」を昨年10月に導入の結果、従来
からの手形決済の仕入先数は減る傾向にある。アゾ染料規制に
対応し不使用宣言書の要請・回収を進めているが、その他の規
制物質についてもチェックする体制を構築している。電子タグRFID
については、その導入メリットは認識しており検討を進めている。企
業のCSR活動として中古衣料のリサイクル・リユースを行い、その収
益を寄付するエコロモキャンペーンを継続している。

「基本契約書」の締結率は前年度の98.8%から99.6%に高める
事が出来た。本年度は全社規模で実施した社内研修eラーニン
グでは「下請法」にアゾ染料規制に関する項目も加えて実施し
た。「歩引き」、金利引きの取引は存在しない。取引先との支払い
の仕組みとして、手続きの容易さと利便性を考慮して企業ネットバ
ンキングでんさいネットワーク（電子記録債権）の導入推進をして
いる。「SCM統一伝票」は提出されれば受けるスタンスに変わりは
ない。本年度より国際会計基準のIFRSに会計の切替を行った。
電子タグRFIDの機能は将来性は高いと認識しており調査・検討
を進めている段階である。
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No 企業名 平成28年度報告 平成27年度報告

10
株式会社
ワコール

「基本契約書」は販売先に対しては相手先仕様にて、仕入先と
は自社フォームにてほぼ全ての取引先と契約を締結している。「歩
引き」「金利引き」は全廃済である。支払条件は手形は極わずか
で、末締めの翌15日払いの現金が多い。ファクタリングの利用は
増えている。昨年度は中小企業庁主催の適正取引推進講習
会と「取引ガイドライン説明会」を社内研修として4回開催した。
毎年材料仕入先会議と製品仕入先会議を開催して仕入先とコ
ミュニケーションを図っている。アゾ染料の規制については本年4
月の法制化前より不使用宣言書の取得等の自主管理の体制
を構築している。12月の取り扱い絵表示改定に関しては従来表
示からの切り替えタイミングに注意をして対応している。電子タグ
RFIDに関しては調査研究の段階。

「基本契約書」は全ての取引先と自社仕様の契約書にて締結
している。発注は自社のシステムに取引先が入力する形式にて電
子的に適切に処理出来ている。定例的に毎年実施している仕
入先説明会にて、本年度はアゾ染料の法制化、新JIS品質表
示の概略に係わる事項の説明を行った。「歩引き」、金利引きは
一切存在しない。自社のブランド商品の知的財産権を守る為に
商標登録に加え意匠権の取得も行っている。また、機能性ある商
品に関しては薬事法への抵触に配慮した上で機能の表示等も
進めている。

11
アイトス
株式会社

既存の取引先及び仕入先との「基本契約書」は一部を除き概
ね交わしている。また、新規取引先とは全て締結している（口座開
設の条件としている）。「発注書」は必ず発行している。仕入先に
対する「歩引き」は2017年12月末を目標として廃止予定。徐々に
止めていく方針で、来年度末迄にどのように止めるか、その方法を
検討中。一方、販売先からの「歩引き」の要請は小規模な先か
ら大手量販、ホームセンターなど50社程度ある。海外取引につ
いては「歩引き」は無い。また、以前よりは減ってはいるが適正とはい
えない高額なセンターフィーや協賛金の要請もある。金利引きは
適正な範囲で運用しており、問題はないと判断している。「下請
法」は遵守しており、最低賃金は問題無い。家内労働法は該当
無い。支払いについて、90日～120日サイトの手形が多い（下請
法は遵守している）。販売先からの回収は、90日～120日サイト。
150日の先もあるが、長いサイトの取引は減少している。

既存の取引先及び仕入先との「基本契約書」は一部を除き概
ね交わしている。また、新規取引先とは全て締結している。「発注
書」は必ず作成している。「歩引き」に関して量販、ホームセンター
からの要請については取引の継続性から廃止は難しい。仕入先
に対する「歩引き」は2017年末迄の廃止を目標として順次減らし
ているが、対象仕入先は多数あるため、直ぐには廃止が難しい面
がある。一方、販売先からの要請は小規模な先から大手量販、
ホームセンターなど50社程度ある。海外関係については「歩引
き」はない。また、以前より減ってはいるが適正とはいえない高額なセ
ンターフィーや協賛金の要請もある。金利引きは適正な範囲で運
用しており、問題はないと判断している。「下請法」、最低賃金、家
内労働法は遵守している。

12

株式会社オンワード
ホールディングス
（オンワード商事
株式会社）

販売先との「基本契約書」はほぼ締結しており、新規先とは基本
的に締結することになっている。仕入先との「基本契約書」は全て
締結しており、「発注書」は事前に発注内容を書面にて確認した
上で、必ず「発注書」を発行している。在庫について、基本的に2
年経過した生地の引き取りを徹底しているが、先方協議のもと、書
面記載し2年を超えての引き取りを行うこともある。「歩引き」取引は
一切無い。金利引きについては、仕入先からの要望がある時に限
り、法定金利以内で差し引いて手形を現金で支払う場合はある。
「SCM統一伝票」はほぼ100%仕入先には使用頂いている。但し、
自社独自のNO.を印刷しているため実質的には専用伝票と変わら
ないのが現状である。

販売先との「基本契約書」は、基本的に締結を依頼しているが、
外資系（日本法人）等との間では締結できないことも多い。その場
合も「発注書」等により発注内容を書面にて入手するようにしてい
る。仕入先との「基本契約書」は全て締結しており、「発注書」も
必ず発行をしている。「歩引き」取引は一切ない。金利引きについ
ては仕入先から要望がある時に限り、法定金利引き以内で手形
を現金で支払う場合はある。
「SCM統一伝票」はぼぼ100％仕入先には使用頂いている。但
し、自社独自のNoを印刷しているため実質的には専用伝票と変
わらないのが現状である。基本的に2年経過した生地の引き取りを
徹底しているが、先方協議のもと、書面記載し2年を超えての引き
取りを行うこともある。

13
ツカモトユーエス
株式会社

「基本契約書」は、仕入・販売とも全て締結している。「歩引き」は
廃止の方向で進めているが、額が大きいところは仕入先で4社
（生地2社、副資材2社）残っている。生地については口座を2つ
作成し、従来の「歩引き」有りで始めた物件と、「歩引き」無しで
始めた物件と区分管理している。「歩引き」有りの物件は追加が
無くなり次第廃止の予定である。副資材については、書面で歩引
き率を記入し、双方合意の上取引を行っている。金利引きは仕
入・販売とも一切無い。仕入先への決済条件は全社として120日
手形で指導・取り決められており、現時点で変更の予定無い。但
し「下請法」に抵触する先へは手形でなく、月末締め翌月末現
金支払いとした。販売先からの回収は90日～120日手形が多い。
ユニフォーム事業で大きな課題と認識しているのは、為替変動、
原料・エネルギーコストの高騰にもかかわらず販売価格に転嫁す
るのが難しい点である。

「基本契約書」は、仕入・販売とも全て締結している。「歩引き」は
廃止の方向で進めているが、額が大きい生地取引で2社、副資
材取引で2社残っている。口座を2つ作成し、従来の「歩引き」あり
で始めた物件と、「歩引き」なしで始めた新規物件と区分管理を
している。「歩引き」ありの物件は追加がなくなり次第廃止の予定。
副資材については、お互いの合意の上で残している。金利引きは
仕入・販売とも一切なし。仕入先への決済条件は全社として120
日手形で指導・取り決められているので、現時点変更の予定な
し。「下請法」に抵触する先には90日サイトへ変更すべく検討中。
ユニフォーム事業は、円安、原料・エネルギーコストの高騰にもか
かわらず販売価格に転嫁できない。値上げを認めてもらえない点
が大きな課題である。
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No 企業名 平成28年度報告 平成27年度報告

14
中谷
株式会社

「基本契約書」はほぼ締結している。支払い条件は、加工賃は60
日以内の現金支払いを徹底している。製品の場合は90日～120
日手形。下請法該当先への手形サイトは90日。プリント、刺繍等
の変更含むモデルチェンジの際の在庫の買い取り条件について
は書面を販売先と取り交わしているが、契約時点で在庫の取り扱
いについての取り決めについては曖昧なケースがある。「歩引き」
取引は仕入先・販売先とも一切ない。「下請法」に関するセミ
ナーについては、引き続き積極的に参加したい。以前からデザイン
コンペの企画に細かな要求をつけるコンペ主催者があり、その要
求はエスカレートしており昨年度から変わっていない状況である。

「基本契約書」はほぼ締結。60日以内の現金支払いを徹底して
いる。モデルチェンジの際の在庫の買い取り条件については書面
を販売先と取り交わしているものの、契約時点で在庫の取り扱い
についての取り決めについては曖昧なケースがある。「歩引き」取
引は仕入先・販売先とも一切ない。「下請法」に関するセミナーに
ついては積極的に参加したい。デザインコンペの企画に注文をつ
けるコンペ主催者があり、先方の要求はエスカレートしがちである。

15
株式会社
ボンマックス

「基本契約書」は販売先、仕入先ともにほぼ全て締結しており、ま
た新規先とは必ず締結している。契約書の変更部分は覚書にて
対応している。「発注書」も販売先、仕入先ともに発行及び入手
している。「発注書」は加工依頼書にて代替することもある。在庫
については「基本契約書」にて引き取り期限を記載する等、都
度、顧客と取り決めを交わしている。社内ルールとして半期毎に在
庫ヒアリングをして問題ないかチェックしている。「歩引き」、金利引
き取引は、仕入先、販売先ともに無い。備蓄商品販売なので返
品は多い。「下請法」の遵守は徹底している。家内労働法につい
ては該当なし。EDI取引については、新しい社内システムが2016年
10月を目途に稼働する予定。知的財産権やWEB取引に関する
問題は、ネット販売などの増加とともに発生頻度が高まることを危
惧しており、その知識の習得と対応の必要性が高まっている。

「基本契約書」「発注書」は販売先、仕入先ともほぼ全て締結
している。契約書の変更部分は覚書にて対応している。「発注
書」は加工依頼書にて代替することはある。在庫については「基
本契約書」にて引き取り期限を記載する等、都度、顧客と取り決
めを交わしている。社内ルールとして半期に一度在庫ヒアリングをし
てチェックしている。「歩引き」、金利引き取引とも一切なし。備蓄
商品販売なので返品は多い。「下請法」の遵守は徹底している。
家内労働法については該当なし。知財権や肖像権に関する問
題は、ネット販売などの増加とともに発生頻度が高まっている。

16
ミドリ安全
株式会社

「基本契約書」は仕入先とは締結しているが、販売先とは難しい
ケースが多い。ミドリ安全のグループ会社の販社からユーザーへ
の直販が大半であるが、ユーザーとの覚書は5年前から新規
ユーザーと交わすようにしている。在庫の引き取りについての契約
は覚書の締結を前提に、評価基準を設けて厳格に管理している。
在庫を持つ場合は社内稟議書を発行しており、商品別に備蓄仕
入れ手配計画書で対応している。仕入は子会社のエムシーアパ
レル（株）からが大半である。「発注書」は必ず入手している。販売
先、仕入先ともに「歩引き」は全面的に廃止しており、また「下請
法」遵守を徹底している。家内労働法は直接関係しないが、刺
繍・修理、及び、製品のアソートを国内の個人経営の倉庫でおこ
なっている場合は適用されると思われるので注意したい。販売につ
いては、ここ5年くらい、中小の先についてはインターネットによる取
引、大手の先は対面販売が多い。

「基本契約書」は仕入先とは締結しているが、販売先とは難しい
ケースが多い。在庫の引き取りについての契約は覚書の締結を前
提に、評価基準を設けて厳格に管理している。在庫を持つ場合は
社内稟議書を発行している。商品別に備蓄仕入れ手配計画書
で対応している。仕入先に対する決済条件は、20日締め翌10日
起算127日手形が最長。なお、仕入れは子会社のMCアパレル㈱
からが大半である。「発注書」は必ず入手している。商標・特許は
積極的に取得している。販売先、仕入先ともに、「歩引き」は全面
的に廃止した。「下請法」の遵守は徹底している。ユニフォーム取
引におけるリバースオークションは減少した。家内労働法は直接
関係しないが、製品のアソートを国内の倉庫（個人経営）でしてい
る部分は、家内労働法が適用されると思われるので注意したい。
発注システムでは遠隔地についてはインターネットによる取引、近
隣は対面販売が主流。

17
一村産業
株式会社

「基本契約書」は国内はほぼ全て締結している。発注書も概ね
発行。「基本契約書」がないと新規口座は開設しない。与信管
理会議を定例的に開き、厳しく管理している。「歩引き」について
は、販売先からの要請による廃止不可は3社。交渉のうえこの内1
社は2017年度に廃止決定。仕入先についての「金利引き」「歩
引き」はない。ユニフォームについては備蓄アパレルとの取引では
引き取られるまでの在庫期間が相変わらず長い。染め上がり在庫
で引き取ってもらえぬ分が残る。最終的に引き取っていただく迄に１
年以上かかるケースさえあり、在庫保管ルールの再検討をのぞ
む。

「基本契約書」は原則締結している。ただし、海外の縫製工場と
直接売買を行う場合、「発注書」だけで行う事が例外的にある。
与信管理会議を部門別に定例的に毎月行っている。仕入先に
対しては「歩引き」、金利引きなし。販売先（客先からの要望）の
状況については以下：「歩引き」①廃止：3社②取引中止：10社
③歩引き率減額：1社④交渉中：4社⑤廃止不可：4社 金利
引き①廃止：5社 ②取引中止：3社 ③交渉中：5社④廃止
不可：2社 今後も交渉は継続し、全廃にむけたい。ユニフォーム
業界では備蓄アパレルとの取引において染指図受領済の在庫の
引き取りまでの期間が長い事を問題視している。 EDIについて今
後は世界標準のシステムが必要との認識はあるが、当社を含め、
各社は内部統制システム強化を優先しており、受発注システムを
「FISPA標準プラットホーム」に乗り換えるのは現状困難。生産進
捗画面などの付加価値も必要だが、実際に導入できるかは疑
問。
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No 企業名 平成28年度報告 平成2７年度報告

18
伊藤忠商事
株式会社

販売先との「基本契約書」締結について、新規の販売先につい
ては100%実施しており、古い契約のアップデートも進めている。また
預け与信の発生する委託加工先との間での「基本契約書」は
完備し実施している。しかし、古くからの取引先には「基本契約
書」の締結が出来ていない先がある。「発注書」は全ての仕入先
に発行しており、全ての販売先から「発注書」を受領している。受
取手形サイトは、都内のアパレルは適正になってきているが、一部
産地の販売先の手形で長いものがある。「歩引き」は一部の販売
先に残っているが契約に明記してもらっている。古くからの慣習によ
り、支払手形サイトの長い取引がわずかに残っているが、下請取
引における支払遅延、割引困難な手形交付、「歩引き」取引に
ついてはほぼ撤廃できている。しかしながら、下請法遵守の観点か
ら支払条件の完備に向け再度全社的に総点検をかけている。
EDI取引は、対アパレル・量販店、対仕入先（合繊・紡績）など個
別での対応が進んでいる。

販売先との「基本契約書」締結について、新規の販売先につい
ては100%実施しており、古い契約のアップデートも進めている。仕
入先への委託加工基本契約書は完備し実施している。「発注
書」は全ての仕入先に発行しており、販売先からも全て「発注
書」を受領している。支払手形のサイトの長い先は2012年に全て
是正済み。受取手形のサイトは、都内のアパレルは適正になってき
ているが、一部の産地の販売先の手形で長いものがある。「歩引
き」は一部の販売先には残っているが契約上で明記してもらってい
る。仕入先へは本体も全廃している。「下請法」に関しては昨年
度よりも改善が進んでおり、下請法遵守は社内にほぼ浸透してき
ている。EDI取引は、対アパレル・量販店、対仕入先（合繊・紡績）
など個別での対応が進んでいる。

19
株式会社
GSIクレオス

「基本契約書」は、アパレル・GMSとは先方フォーム、原料販売先
とは自社フォームで締結。委託加工先とは100%締結済み。締結
しなければ口座を開設出来ない仕組みにしている。仕入先への
「歩引き」は無い。販売先からの「歩引き」は減ってきているが、一
部の先からの要請もあり（率は1～3%）残っている。「下請法」に
沿って仕入先へは、現金、もしくは手形の場合は90日以内で支
払いしている。下請法の遵守については内部統制委員会の下に
あるコンプライアンス部会にて定期的にチェックしている。不当と思
われる金利引きはない。大手GMSとの取引ではセンターフィーがあ
るが、率は不当とは言えない。口頭での仮発注もあるが後から電
子メールや書面で「発注書」入手している。引き取り遅延はある
が、最終的には引き取ってもらっている。EDIについては2014年9月
に完了し、運用中である。

「基本契約書」は、アパレル・GMSとは先方フォーム、原料販売先
とは自社フォームで締結。委託加工先とは100％締結済み。締
結しなければ口座を開設出来ない仕組みにしている。「歩引き」
は、販売先からの「歩引き」は減ってきているがまだあり（率は1～
3％）、特に中小の原料販売先では昔の習慣のまま残っている。
仕入先へは「歩引き」はない。「下請法」に沿って仕入先へは現
金、もしくは手形の場合は90日以内で支払いしている。不当と思
われる金利引きはない。GMSとの取引ではセンターフィーがあるが、
大手先の率は不当とは言えない。口頭での仮発注、引き取り遅
延はあるが、最終的には引き取ってもらっている。EDIについては、
基幹システムは2014年9月に完了していて、現在はシステムの
チェックと運用レベルを確認中。販売先のWEBシステムを使うケー
スもある。

20
株式会社
スミテックス・
インターナショナル

「基本契約書」は、親会社に準じたフォームで9割の販売先と締
結済み。仕入先とはほぼ完全に締結済みで、継続的な取引のあ
る先は委託加工基本契約書を締結。スポット先とは個別の契約
書でカバーしている。手形サイトは、販売先は一部の先に120日～
150日の長期手形があるが、大半は90日手形、または90日期日
現金となっている。仕入先への支払いは「下請法」該当先でなく
ても生地・副資材メーカーへは90日手形で支払い。工場への工
賃は、月末締め翌月末現金支払い。製品は約9割が海外からの
仕入であり、支払条件はL/CまたはT/T決済。「歩引き」は販売
先・仕入先ともに無く、歩積みは販売先からの要請で5社のみ実
施しているが書面で交わしている。「下請法」遵守の教育・啓蒙
活動は新人研修、定期的な若手対象の研修、下請法管理マ
ニュアルをイントラネットで情報共有しており、コンプライアンスについ
ては、親会社からの指導がありテスト形式（eラーニング）で実施し
ている。

「基本契約書」については、販売先とは親会社に準じたフォーム
で約9割の販売先と締結済み。仕入先とはほぼ100％締結済み
で、継続的な取引のある先は委託加工基本契約書を締結。ス
ポット先とは個別の「契約書」でカバーしている。手形サイトは、販
売先の大半は90日手形、または90日期日現金。仕入先への支
払いは「下請法」該当先でなくても生地・副資材メーカーへは90
日手形で支払い。工場へは月末締め翌月末現金支払い。製
品は約9割が海外からの仕入であり、支払条件はL/CまたはT/T
（月末締め翌月末支払）である。「歩引き」は販売先・仕入先と
もにない。歩積みは5社の販売先からの要請で実施しているが書
面で交わしている。「下請法」遵守の教育・啓蒙活動は新人研
修、定期的な若手対象の研修、下請法管理マニュアルをイントラ
ネットで情報共有している。

21
瀧定大阪株式会社
（スタイレム
株式会社）

「基本契約書」の締結状況は、仕入先とは自社フォームにて
100%締結。内訳は国内仕入先875社、国内委託加工先602
社、海外製品取引先237社、海外生地取引先22社である。販
売先との間では相手先フォームで130社、自社フォームで20社と
締結している。「基本契約書」に対する考え方は従前通りである。
「発注書」の発行は、仕入先に対しては100%発行している。また
販売先からもほぼ全て発行されている。「歩引き」取引は、仕入先
に対してはすでに全廃しているが、販売先からの状況は昨年と変
わらず、全販売先の10%弱に当たる240社が「歩引き」を行ってい
て、その平均は2.1%である。ここで被る損害額は相変わらず数億
円に上り、理不尽さを感じている。決済方法については、販売先か
ら手形で受け取っているのが30%で、そのサイトは90～150日であ
る。仕入先に対しては手形が60%、現金が40%で、手形のサイトは
90～120日である。ただし、下請事業者に対しては90日を厳守して
いる。自社からの支払については、電子手形への移行へ向け、こ
の秋に取引先に対する説明会を予定している。

「基本契約書」は、国内仕入先822社、国内委託加工先818
社と締結。海外では、製造委託契約205社、新規4社と締結。ま
た、新規取引先は「基本契約書」を結ばないと口座開設できな
いルールも変わっていない。本年度2月より実質ホールディングス
制に変わり、全ての事業をスタイレム㈱に事業継承し、これに伴い
基本契約もスタイレム㈱に承継されたため、契約書の再締結、変
更は行っていない。「歩引き」取引は相変わらず存在している。撤
廃にむけて交渉はしているが進展していない。「歩引き」取引で被
る損害額は年間数億円に上り、理不尽なことと感じている。仕入
先に対しては数年前より撤廃している。かねて予定通り、今年7月
から川下の2次問屋さんとの間でEDI取引を開始予定。内容は入
出荷、経理計上、支払いである。
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22
瀧定名古屋
株式会社

仕入先及び加工先に対する「基本契約書」を本年度新たに作
成し、関係全社に締結を依頼した。同契約書はSCM推進協議会
の「取引ガイドライン」に添った記載とし、7月現在400社以上と締
結済みである。新たな取引先には口座開設と同時に締結を依頼
している。仕入先に対しての「発注書」は全て発行し、「歩引き」に
ついても下請先に該当する企業には撤廃済みである。販売先か
らの「歩引き」は100社程度残っており、当社も大企業向けで10社
程度残っている。社内コンプライアンス体制は、職能部門が定期
的に遵守状況を確認し、営業部門のサポートを行っている。

「基本契約書」は、当社フォームでの締結を積極的には進めてお
らず、取引先の要請フォームでは全て締結している。委託先の工
場とは100%委託加工契約を結んでいる。販売先からの発注は、
口頭、電話、FAX、メールで受けることもあるが、対応力を高めて
概ね問題はない。「下請法」対象先に対しては100%「発注書」を
発行しており、その他に対しても発行するのが社内ルールになって
いる。「発注書」については、各取引先が独自のシステムで行うこ
とで、ペーパーレス化に動いている実態もある。「歩引き」は、下請
先に対して一切行っておらず、仕入の大手先には若干残ってい
る。下請先に対しては現金若しくは90日以下の手形であるが、最
近仕入先への現金支払も多い。

23
タキヒヨー
株式会社

「基本契約書」、仕入先とは自社フォームで100％締結済。また
販売先とは相手先フォームで188社、自社フォームで116社と締
結済で、現状の締結率は30％であるが、今後も適宜、締結交渉
を行っていく。「発注書」の発行状況は、仕入先に対してはすべて
発行している。販売先からもほぼすべて発行されていて、その他
メール等の補完手段により発注内容は確定されている。「歩引
き」ついては、仕入先に対しては全廃しているが、販売先にはまだ
150社程度残っている。ただし「歩引き」取引によらず適正な単価
交渉を実施している。手形取引の状況については、販売先からは
手形支払が30％現金支払が70％で、手形のサイトは60日～178
日で受け取っている。仕入先に対しては、手形支払が25％現金
支払が75％となっており、支払手形のサイトは60日～90日で発行
している。社内コンプライアンスの体制は、委員会にて課題を把握
し、内部監査およびコンプライアンス担当部署が遵守状況を監
督している。取引の適正化に向けて、引き続き取引先との間で条
件交渉を行うこととし、コンプライアンスを維持していく考えである。

「基本契約書」は全て締結したいが、中小の販売先に未締結が
残っている。「歩引き」については、販売先からのものが10数社残っ
ているが、仕入れ先に対しては全廃している。また、販売先からの
手形サイトに150日といった長いものが残っている。2016年度の稼
働を目標に、新たに企画生産全般の社内システムを構築中だ
が、これに合わせて「歩引き」をなくしてもらえるよう相手先と交渉
中。コンプライアンスに関しては昨年同様の管理体制で行ってい
るが、加えて社員向けコンプライアンス試験を2～3ヶ月に1回の頻
度で行っている。販売先とのEDIは、引き続き80社と個別に対応し
ている。

24
辰野
株式会社

「基本契約書」は概ね締結している。特に、仕入、販売とも新規
取引先とは原則的に「基本契約書」を締結しているが、長年の
取引先では仕入・販売ともに一部未締結先が残っている。販売
先から「発注書」の発行なしで一旦受注することはあっても、追っ
て直ぐに入手するようにしている。仕入先へは「発注書」を発行し
ている。「歩引き」、金利引きについては、昔から仕入先に対しては
一切行っていない。販売先から極めて稀に「歩引き」をお願いされ
るケースがある。金利引きの依頼はない。但し、販売先からシステ
ムフィー（先方システムの一部費用負担）やセンターフィーを要
求されることがある。その率は不当とはいえないまでも、利益を多少
圧迫されることはある。製品はユニフォームとアパレルが有り、手形
サイトは、ユニフォームは概ね90日、アパレルのEU(伊・仏等）から
のインポートものは手形サイトが180日程度と、長いものもある。引き
続き社内コンプライアンス委員会を開催して法令遵守を徹底して
いる。

「基本契約書」は概ね締結している。特に、仕入、販売とも新規
取引先とは完全に「基本契約書」を締結している。長年の取引
先では仕入・販売ともに未締結先が残っている。「発注書」の発
行なしで一旦受注することはあっても、追って直ぐに入手するように
している。仕入先へは「発注書」を発行している。「歩引き」、金利
引きについては、昔から仕入先に対しては一切行っていない。販売
先から「歩引き」をお願いされるケースはあるがお断りするようにして
いる。金利引きの依頼はない。ただし、販売先からシステムフィー
(先方システムの一部費用負担)やセンターフィーを要求されるこ
とがある。その率は不当とはいえないまでも、利益を多少圧迫される
ことはある。ユニフォームに比べてアパレルのインポートものは手形の
サイトが180日程度と、長いものもある。社内コンプライアンス委員
会を開催して、法令遵守は徹底している。洗濯取扱表示、アゾ染
料の件などでの問題は発生していない。

25
田村駒
株式会社

「基本契約書」は、販売先は対アパレルは先方フォームで、その
他は自社フォームで7～8割は締結している。仕入先である国内の
加工場（染工場、縫製工場）は全て締結しているが、その他の仕
入先は国内からの製品買いが少ないため特別には締結していな
い。海外からの仕入が9割で委託加工基本契約書を締結してい
る。海外仕入先との「基本契約書」はないが個別の「発注書」は
ある。GMS以外の販売先からの「発注書」はほぼ有り、概ね「発注
書」の内容は守られていると思われる。GMSはPBについては「発注
書」があるが、引き取りについては残された場合の不安感はある。
当社は最終的には引き取りしてもらっているが、完納までは少し時
間が掛かる。手形のサイトは、販売先で中京地区は長い手形の
先がある。仕入先は、原料で90日から120日手形で支払い、加
工先は現金払い。「歩引き」は名岐地区に1～3％の先がまだあ
るが、取引は減少している。関東圏はなくなった。GMS関係のセン
ターフィーは不当な率ではなく、逆に利用した方が安いと思われる
ケースもある。仕入先への「下請法」は遵守しており、常に社内の
管理部がチェックしている。

「基本契約書」は、販売先は対アパレルは先方フォームで、その
他は自社フォームで7～8割は締結している。仕入先である国内の
加工場（染工場、縫製工場）は全て締結しているが、その他の仕
入先は国内からの製品買いが少ないため特別には締結していな
い。海外からの仕入が90％で委託加工基本契約書を締結して
いる。海外仕入先との「基本契約書」はないが個別の「発注書」
はある。GMS以外の販売先からの「発注書」はほぼあり、概ね「発
注書」の内容は守られていると思われる。GMSからの正式な「発注
書」はPBでもなく、メールで色サイズ別の数量が来る程度。GMSへ
の納入は一回で全部出荷されるわけでなく分納になる。当社は未
引取りは最近はないが、完納までは少し時間が掛かる。手形のサ
イトは、販売先で中京地区は長い手形の先がある。和装関係は
180日サイトの先があるが、サイトを短くしてくれない先とは取引を減ら
して行っている。仕入先は、原料で90日から120日手形で支払
い、加工先は現金支払いである。「歩引き」は名岐地区はまだあ
るが取引は減っている（歩引き1～3％）。関東圏はなくなった。GMS
関係のセンターフィーは不当な率ではなく、逆に利用した方が安
いと思われるケースもある。仕入先への「下請法」は遵守してお
り、常に社内の管理部がチェックしている。
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26
株式会社
チクマ

「基本契約書」は、主要販売先及び仕入先とは締結しており、
新規取引先とは全て締結するよう心掛けている。国内縫製工場
の一部はスポット契約の場合もあり、「基本契約書」は未締結先
もあるが、今後は締結に努めたい。海外の協力工場との「基本契
約書」も、今後も継続して完備していく。「発注書」と注文請書は
ガイドラインに沿ってしっかりと対応している。「歩引き」は販売先で
数社残っていたが、「歩引き」無し口座と、「歩引き」有り口座に
分類し、段階を経て対応。近々には「歩引き」ゼロの予定。仕入
先への「歩引き」は無し。支払いについては、縫製工場への工賃
は現金支払。生地メーカーへは、契約通りの対応を行っている。
「下請法」対象の取引先へは､法律を遵守し対応している。発注
は、大手仕入先へはオンラインがメイン。受注はFAX・メールが依
然として多い。業界全体では、現状では各社各様。今後共通化
による効率向上に努めたい。

主要販売先及び仕入先とは「基本契約書」は締結しており、新
規取引先とは、「基本契約書」の締結を行うよう心掛けている。縫
製工場とは、「発注書」と注文請書は取り交わしているが、契約
未締結先は、締結に務めたい。「歩引き」は販売先で数社残って
いたが、合意のもと、段階を経て廃止を実行し今期に完了予定。
仕入先との「歩引き」取引はなし。支払いについては、生地及び
付属メーカー、及び縫製工場に対し、適正な条件で対応してい
る。「下請法」対象の取引先へは、法律を遵守し対応している。
発注はオンラインがメインだが、受注は大手取引先以外では、
FAX・メールが中心である。業界全体として共通化による効率向
上を求めたいが、現状では各社各様。ただし、効率化の余地はあ
ると考える。

27
蝶理
株式会社

「基本契約書」は販売先アパレルとは先方フォームにて殆どの取
引先と、仕入先とは「取引ガイドライン」に準拠した自社のフォーム
にてほぼ全ての取引先と締結が出来ている。「歩引き」は、販売
先が当社に支払う際「歩引き」をしてくる先が1社残るが、その他の
販売先及び仕入先との「歩引き」は存在しない。支払いでは過
去は120日手形が存在したが現在では新規先を含め90日手形
へ期間の短縮を行っている。また、加工先へは毎月末締め翌月
末現金の支払いとしている。アゾ染料の規制に対応した不使用
宣言書の提出を徹底させているが、その不使用宣言書の確かさ
は課題であると認識している。会計基準は現在日本基準を採用
しているが「国際会計基準(IFRS)」導入に向けては数年前から
準備を進めている。

「基本契約書」は対アパレルとは先方フォームで締結。それ以外
の販売先とは「取引ガイドライン」の契約書に準拠した自社フォー
ムで締結している。仕入先とは、委託加工基本契約書の内容を
改訂し改めて二百数十社と再締結済み。また、委託加工基本
契約書の締結を新規先の口座開設の条件としている。新規仕
入先との取引条件は、すべて手形サイトは90日にしている。既存
先は「下請法」に該当する場合は都度見直ししており、120日手
形を90日手形へ改訂している。加工先へは、月末締め翌月末
現金支払いとしている。販売先の「歩引き」については裏地系の
中小卸（副資材メーカー）からの「歩引き」は残っている。仕入先
への「歩引き」、及び不当な金利引きはない。センターフィ－は子
会社がGMSからの各店配送に係る物流費を徴収されているが、
取引開始時の基本契約で取り決めとなっている。GMSによりその比
率はまちまちで、2014年実績では1～3％と幅がある。EDIについて
は、大手アパレルとは個別に対応しており、大手仕入先とも個別に
仕入、請求データのEDI化に対応している。

28
帝人フロンティア
株式会社

「基本契約書」は自社のフォームで提案し、概ね締結している。
先方のフォームをベースに締結することもある。取引先の意向によ
り、締結出来ていない先も若干あり。顧客管理は各営業部署に
委ねているケースも一部あるが、全社的には契約締結を基本条
件にしている。新規販売先の口座開設には契約締結を条件にし
ているが、一部例外も認めざるを得ない場合もある。仕入先につい
ては基本的には当方のフォームでほぼ締結している。発注書は自
社フォームにて発行している。「歩引き」は名岐地区に若干数
残っている。継続取引の観点から廃止予定はなく、当面継続せざ
るを得ない。仕入先に対する「歩引き」は全廃した。手形について
は、150日程度の長期サイトの販売先は多少残っている。 仕入
先には手形レスのファクタリングを推奨している。手形サイトは概ね
60～90日。海外は現金、L/CATサイトが大半。旧NI帝人商事と
旧帝人ファイバーのシステムを2015年4月に統合し、順調に稼働
している。FAXや電話での受注は少ない。メールでの発注は増加
傾向。

「基本契約書」は、販売先は基本的に自社フォームでの締結に
務めている。対アパレルは先方フォームでの締結を求められるケー
スもあるが、社内ルールに基づき公平な内容で締結している。仕
入先は自社フォームで全て締結。「発注書」も自社フォームで発
行している。手形サイトは古い取引の販売先は長い手形のままの
先もあるが、素材は90日、製品は60日～90日が平均的なサイト
である。「歩引き」は、販売先は名岐地区は一部残っているがほと
んどない。仕入先は一切ない。金利引きは、販売先はファクタリン
グが増えており適正な市場レートで設定されている。「下請法」に
関して社内の勉強会は随時おこなっている。また人事部CSR課が
「下請法」及び工場監査（CSR）等も管理・強化している。EDIに
ついては、旧NI帝人商事と旧帝人ファイバーのシステムを2015年
4月に統合した。「SCM統一伝票」はオンワードとの直取引におい
ては使っている。

29
豊島
株式会社

「基本契約書」は、販売先約280社と締結済み。仕入先とは昨
年同様である。「発注書」の発行状況は、販売先・仕入先とも概
ね80％程度の発行状況だと感じている。「歩引き」取引は、販売
先で製品取引で1社、生地取引で3社残っている。仕入先に対し
ては従来より行っていない。手形取引の状況は、販売先からは手
形支払が50％、現金支払が50％で、手形サイトは45日～150日
で受け取っている。受取手形には電子記録債権を含み、その割
合は約60％である。期日現金支払である一括支払信託が減少
し、電子記録債権の割合が増加している。仕入先に対しては手
形支払が65％、現金支払が35％である。手形サイトは60日～
120日で発行しているが、大部分が90日サイトである。これも電子
記録債権を含み、その割合は約80％である。社内コンプライアン
スについては、コンプライアンス規定の整備を行い、体制強化を
図っている。

「基本契約書」は、販売先は240社と締結済み。新規先は基本
的に全て締結するようにしている。仕入先との委託加工基本契約
書は900社内外と締結済み。仕入先への手形払いのサイトは90
日以内としている。「歩引き」は、販売先は生地売りで2社、製品
売りで1社から残っている。昨年度からは件数減った。名岐地区も
含め、SCM推進協議会会員以外の企業には「歩引き」廃止が
浸透していない様に思われる。仕入先に対する「歩引き」は全廃
している。センターフィーはあるが不当な率では無い。販売先との
EDIについては、商売が前提となっている場合が多く、個別に対応
を行っている。受発注データのやり取りを行っている取引先は現状
ないが、発注データをどの段階で預けるかが重要。仕入先につい
ては、出荷兼請求・支払のデータ交換を行っている。
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No 企業名 平成28年度報告 平成2７年度報告

30
日新実業
株式会社

「基本契約書」はスポーツ・洗濯業界での取引先では数社未締
結があるが、全体的にはぼぼ締結できている。「発注書」は必ず
頂いている。「歩引き」は全廃。新規案件は必ず新口座開設する
ことを義務づけ、「歩引き」は出来ない仕組みにしている。支払手
形は、素材メーカーは20日締め翌10日起算90日サイトの手形が
平均。工賃は現金払いが多い。昔からのお付き合いもあり、受取
手形のサイトについては150日がまだ有る。金利引きの要望は無
い。電子手形も増えたきた。直ユーザー売りは現金振込、アパレル
売りは手形回収が多い。サンプルについては殆ど有償にしている。
受注が決まった時のみ価格はサービス（吸収）させて頂く場合が
多い。ユニフォームについての企画の意匠権の所在が不明であ
る。良いデザイナーを育てるためにも適正な企画料は必要。昨年
度からの円安などによるコストアップ分は価格転嫁できていない。
特に生地単価が10年前から変わっていないのが現状である。但
し、以前よりは単価改正に関する話を聞いてくれるようになり、少しず
つ進歩はしている。

「基本契約書」はスポーツ・洗濯業界での取引先では未締結が
ある。「発注書」は必ず頂いている。「歩引き」は昨年１社残ってい
たが、6月1日から突然廃止されたので全廃となった。新規案件は
必ず口座を開設することを義務づけた。支払手形は、素材メー
カーは20日締め翌10日起算90日が平均。現金払いが多い。昔
からのお付合いもあり、受取手形については150日もまだある。金利
引きの要望はない。電子手形も増えてきた。サンプルについてはほと
んど有償にしている。受注が確定した時のみ価格はサービスとさせ
ていただく場合が多い。ユニフォームについての企画の意匠権の
所在が不明である。デザイナーを育てるためにも適正な企画料は
必要。リバースオークションは下火となっている。

31 豊田通商株式会社

「基本契約書」に関し販売先は相手先フォーム、仕入先は自社
の基本契約書フォームにて全ての取引先と契約を締結している。
新規の取引口座の開設は基本契約書の締結を前提としている。
契約書の内容はお互いに協議・交渉し、内容によっては個別契
約での補填する場合も存在する。「歩引き」及び「金利引き」に
関しては企業グループの方針に則り、一切存在しない。支払い関
連では一部電子債権手形決済はあるものの原則的には現金とし
ている。法令遵守、CSRに関しては企業理念として全社的に重視
しており、特に「下請法」に関連する研修を毎年定期的に開催し
ている。協議会で進める「業界標準システム」構築事業は我が
国では企業毎個別のシステム化が進んでおり、非常に導入の
ハードルは高い。国際会計基準「IFRS」は2017年4月からの導
入に向けて準備している段階である。当社は昨年からの参加であ
るが、協議会への新規参加企業の勧誘は進めてもらいたい。

32
日鉄住金物産
株式会社

「基本契約書」は国内仕入先800社（代行契約先との締結が
増えた為）、国内加工場57社、現状取引がある海外工場300
社、海外検品工場3社、と締結済み。支払いサイトについては「下
請法」を遵守している。GMS系は適正な率でのセンターフィがある。
「歩引き」については昨年度から変更ないが、取引中止で実質
減。現時点で小売り先を含む12社残っている。EDIは事務効率化
に貢献している。得意先22社、仕入先12社、営業倉庫・加工場
35社と行っている。アパレル、SPAとはデータ交換が進み、伝票レス
が増えている。昨年度、副資材商社向け「発注確証」について、
現実的な対応策を立てることが急務であったが、昨年10月から発
注履歴が保管されるメーリング・システムを導入した。

「基本契約書」は国内仕入先600社、国内加工場57社、海外
工場133社（現在取引ある先のみ）、海外検品工場3社、と締結
済み。支払いサイトについては「下請法」を遵守している。GMS系は
センターフィーがある。「歩引き」先については昨年度から変更な
いが、取引中止で実質減。現時点で17社残っている（SCM推進
協議会非会員、問屋関係が多い）。EDIは事務効率化に貢献
している。得意先22社、仕入先12社、営業倉庫・加工場35社と
行っている。アパレル、SPAとはデータ交換が進み、伝票レスが増え
ている。

33

丸紅株式会社
（丸紅
ファッションリンク
株式会社）

「基本契約書」の締結は販売先とは約90%程度できている。対ア
パレルとは話し合いの上、使用する契約書のフォームを決めて内
容を調整しながら最終合意の上締結している。「基本契約書」の
締結できない販売先とは個別発注書でカバーしている。仕入先と
は継続取引先に対して概ね自社フォームでほぼ締結しているが、
書面の内容で双方合意に至らず締結できていない先が数社あ
る。販売先からの「歩引き」・歩積みは少し残っており、双方の取り
交わしている契約に沿ったものとなっている。仕入先への「歩引
き」・歩積みは無い。当社の支払い条件は、月末締め翌月末日
払いが基本で、工賃は現金払い、手形の場合はサイト90日を厳
守している。GMSのセンターフィー（各店配送費）については極端
に公正を欠くものは無いと認識している。ここ数年、各営業現場に
て「下請法」の研修を実施しており、新人研修でも教育項目の１
つになっている。取引情報のEDI化については、約10社の取引先と
個別に対応している。

「基本契約書」の締結は販売先とは約90％程度できている。対
アパレルとは双方話し合いの上どちらのフォームを使用するか決定
して、内容を調整しながら最終合意の上締結している。「基本契
約書」の締結できない販売先とは個別請求書（裏書条項記
載）で対応している。仕入先とは継続取引先に対して概ね自社
フォームでほぼ締結しているが数社のメーカーとは書面の内容で
双方合意に至らず締結できていない。販売先からの「歩引き」、
歩積みは数件程度残っているが、双方の取り交わしている契約に
沿ったものである。仕入先への「歩引き」、歩積みはない。当社の
支払い条件は、月末締め翌月末日払いが基本。手形の場合は
サイト90日を厳守している。GMSのセンターフィー（各店配送費）に
ついては極端に公正を欠くものは認識していない。この数年間は各
営業現場にて「下請法」の研修を実施している。尚、毎年、自己
点検等で期中にサンプルを抽出してチェックを実施している。業界
標準プラットホームの推進は業界の一部企業だけで共有化事
業を進めてもなかなか進まないと思われる。幅広く小売企業の全
面的な理解を得て導入することが肝要と考える。

34
三井物産
アイファッション
株式会社

「基本契約書」は、販売先はほぼ100%締結済み。アパレルは先
方フォームで締結しているケースが多い。仕入先とは基本的に自
社フォームで締結している。海外仕入先は個別契約書での対応
がほとんどである。「歩引き」は、販売先も仕入先も無い。支払い
サイトは、締め後30日現金払い、出荷ベースでは60日以内として
いる先が多い。手形決済は無い。下請法適用外の先への支払
いサイトは90日～120日のものもある。電子記録債務の活用もして
いる。金利引きは無く、支払手形は発行していない。「下請法」遵
守については、例年同様、eラーニング、社内セミナー、取引実態
に合ったQ&Aをイントラネットで配信。内部監査部で下請法遵守を
中心に引き続き監査が行われている。情報共有化に関する取り
組みについてはアパレルと個別に対応している。現状OEM取引が
中心であり、当社から先頭きってアパレル、仕入先を先導するのは
難しいと考える。

「基本契約書」は、販売先はほぼ100％締結済み。アパレルは先
方フォームで締結し、仕入先とは基本的に自社フォームで締結し
ている。海外仕入先は個別契約書での対応がほとんどである。
「歩引き」は、販売先も仕入先もない。支払いサイトは、全て締め
後30日現金払い。出荷ベースでは60日以内としている。金利引
きの先はない。「下請法」遵守については、昨年同様、e-ラーニン
グ、社内セミナー、取引実態に合ったQ&Aをイントラネットで配信。
内部監査部で下請法遵守を中心に引き続き監査が行われてい
る。情報共有化に関する取り組みについてはアパレルと個別に対
応している。OEM中心である以上、当社から先頭きってアパレル、
仕入先を先導するのは難しいと思う。
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企業名 平成28年度報告 平成2７年度報告

35

三菱商事
株式会社
（三菱商事
ファッション
株式会社）

「基本契約書」は、販売先とは自社フォームで締結するのが大
半で、締結出来ていない先とは個別契約書でカバーしている。仕
入先についても「基本契約書」の締結を原則としている。海外仕
入先とは個別契約書で対応している。仕入先への歩引きは1社の
みで残っているが、近々解消見込。売先からの歩引きは数十社
ある。解消する方向で協議しているが、売先側の事情で解消に
至っていない。歩積みはない。仕入先への支払い条件は、工場や
副資材メーカーに対しては月末締め翌月末支払い現金、が大
半である。また「下請法」に基づいた支払いサイトにしている。取引
情報のEDI化は大手取引先とは個別に対応している。「新取扱
い表示記号への変更」や「有害物質を含有する家庭用品の規
制に関する法律の一部改正（アゾ化合物）」については、社内の
品質管理部で対応している。

「基本契約書」は、販売先とは自社フォームで締結するのが大
半で、締結出来ていない先とは個別契約書でカバーしている。仕
入先についても「基本契約書」の締結を原則としている。海外仕
入先とは個別契約書で対応している。仕入先とは「歩引き」、歩
積みはない。仕入先への支払い条件は、工場や副資材メーカー
に対しては、月末締め翌月末支払い、現金が大半である。また、
「下請法」に基づいた支払いサイトにしている。「下請法」の遵守
については、三菱商事ファッションの現場に対して、本体の法務部
が講習会を年１回開催している。取引情報のEDI化は大手取引
先とは個別に対応している。「標準プラットホーム」は、アパレルが
共通で導入し、これを使わないと取引が出来ない、という流れでな
いと難しいのではないか、と考える。

36
モリリン
株式会社

「基本契約書」は、販売先は前年比29件増の251件と締結済
み。新規先とは原則その都度締結するようにしている。仕入先との
契約は自社フォーム作成済みで、今期から締結を進めていく。個
別の「発注書」はある。「歩引き」は、販売先の産業資材（漁網）
関係には残っており、手形サイトで180日～210日の先もあるが例
外といえる。それ以外の取引先は通常90日～120日が多い。現
金取引も増えている。漁網以外の繊維の製品の取引先でも「歩
引き」は残っているが、取引先の1割以下である（ホームセンター
やGMS）。GMSではセンターフィーあるが、その率は微妙で高いか
低いかの判断が難しい。広島・備後地区のユニフォームアパレル
との取引においても180日～210日の手形サイトが長く（産地の特
性）、交渉しても変わらない先とは取引止めていく方針を継続して
いる。仕入先への「歩引き」は撤廃済み。支払いは、「下請法」
該当先には90日以内の手形にしている。コンプライアンスに関して
は社内で研修会等で研修を実施している。EDI対応しなければ取
引できないアパレルとはその都度、個別にEDI対応を行っている。社
内システムは、各部署のその業態に合ったシステムで運用してい
る。

「基本契約書」は、販売先は前年比15件増の222件と締結済
み（実際使っている口座500件中）。新規先とは原則締結するよ
うに徹底している。仕入先との契約は自社フォーム作成中で来期
から締結を徹底して行く。個別の「発注書」はある。「歩引き」は、
販売先の産業資材（漁網）関係には残っており、手形サイトで180
日～210日の先もあるが例外といえる。それ以外の取引先は通常
90日～120日が多い。漁網以外の繊維の製品の取引先でも
「歩引き」は残っているが、取引先の１割以下である（ホームセン
ターやGMS）。GMSではセンターフィーあるがその率は微妙で高い
か低いかの判断が難しい。備後地区のユニフォームアパレルとの
取引において180日～210日の手形サイトが長く（産地の特性）、
交渉しても変わらない先とは取引止めていく方針。仕入先への
「歩引き」は撤廃済み。「下請法」該当先には90日以内の手形
にしている。しまむらとは受発注含めたEDI化を行っており、EDI対応
しなければ取引できないアパレルとはその都度、個別にEDI対応を
行っている。

37
清川
株式会社

「基本契約書」は、大手販売先・大手仕入先とは先方フォーム
でほとんど締結済で、それ以外の販売先・仕入先とは自社フォー
ムで締結済である。「発注書」の発行状況は、仕入先に対しては
ほぼすべて発行している。また、販売先からは半分程度発行され
ていて、それ以外はメールでの発注が多い。「歩引き」取引は、販
売先については一向に改善しているとは言い難く、特定地域の取
引先の多くは「歩引き」を行っている。業界全体で足並みを揃えて
「歩引き」制度廃止を訴えていく必要性がある。手形取引の状況
は、販売先からは手形支払が60％現金支払が40％で、手形の
サイトは90日～210日となっている。仕入先に対しては手形支払が
50％現金支払が50％であり、サイトは90日～150日で発行してい
る。また、将来的には電子手形への移行を検討している。

「基本契約書」は、大手商社とは先方フォームで締結している
が、その他の販売先及び仕入先に対しては未締結。ただし、製品
売買の場合と海外取引先とは締結している。また、「発注書」（個
別契約書）は結んでいる。「歩引き」は、最も酷いもので210日サイ
トで3%引きのものがある。他にも3%程度の「歩引き」は残っている。
仕入先に対しては行っていない。最近、大手先はコンプライアンス
を重視する傾向にあるのは感じているが、クレームの際、製品の上
代で補償するよう要求されるケースもあり、10数万円の売上に対し
て要求額が1000万円を超えた事例もある。その他、売上協力を要
請される等、取引上問題だと思われる事もある。今後は「基本契
約書」の締結を積極的に進めて行く。アゾ染料は、当社で扱って
いる物には基本的に使われていないと思っている。

38
清原
株式会社

「基本契約書」は、販売先とは相手先フォームで締結済。仕入
先とは自社フォームで、主要仕入先より順次締結しており、現在
98社と締結済である。「発注書」の発行状況は、販売先、仕入
先ともにほぼすべて発行されている。「歩引き」取引については、販
売先からはまだ400社程度残っている。また仕入先に対しても60社
程度残っているが、これについては、2019年3月をめどに廃止する
予定である。販売先からの「歩引き」は、この協議会に加入してい
る企業については2014年度に廃止、改善された。また電子決済
等への移行に伴い廃止された先もある。仕入先に対しては「下請
法」遵守の方針に則って、順次廃止していく。また新規取引先に
対しては行っていない。その他、GMS等のセンターフィーの負担が
大きく、その中の一部の先では、割戻しの名目で「歩引き」が残っ
ている。手形取引の状況は、販売先からは手形支払が13％、現
金支払が87％で、サイトは55日～200日で受け取っている。ユニ
フォーム、ワーキング関連の販売先で、長いサイトの手形がある。
仕入先へは、手形支払が76％、現金支払が24％で、サイトは60
日～150日で発行している。サイトの長いものは売買があり、先方と
サイトを合わせているケースである。

「基本契約書」は、販売先とはほぼ締結終了。新規取引先と
は、先方の要請に基づき、その都度結んでいく。主要仕入先135
社（仕入総額約80%）と締結済み。発注については、自社システ
ムを使って行っているが、一部クラウドを活用する方式に変え始め
た。「歩引き」取引は、一部の地域の商慣習として残っていて、まだ
全体の30%くらいはあるのではないか。ただし、このSCM推進協議会
会員の大手先は、この慣習を変えてくれている。受取手形のサイト
は90～180日。総じてメンズ業界及び名岐、岡山、福山地区など
が長く、210日のものもある。コンプライアンスは、中小企業庁の指
導もあり、コンプライアンス体制のチェックリストを作成し、社内管理
を行った。また、コンプライアンス関連のセミナーに社員を参加させ、
啓蒙を行っている。
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No 企業名 平成28年度報告 平成2７年度報告

39
株式会社
三景

「基本契約書」は、古くからの取引先に対しては、現時点での契
約書締結は難しい面もあるが、「基本契約書」を交わせる先に対
しては随時実行している。また、契約書ではなく取引先申請書とい
う形で取引に必要な事項について双方の間で合意を得ている形
態もある。「発注書」の発行状況については、販売先からはほぼす
べて発行されているが、まだ若干電話による発注も残っている。仕
入先に対しては自社システムからの発行なので、必ず発行されて
いる。「歩引き」取引については、販売先からのものがまだ数社
残っていて、当面継続の見通しである。また仕入先との間でも数
社残っているが、これは取り組み上、双方にメリットがあると判断し
ている場合で、これも当面継続する見通しである。手形取引の状
況について、サイトの多くは90日～120日であるが、随時交渉を行
い手形取引から現金化への移行は進んでいる。然しながら210日
という長期サイトが残っている実態もある。社内コンプライアンスにつ
いては、法務部のもと各部門にコンプライアンス委員がおり、4半期
に一度コンプライアンス会議を開催するなどの体制を取っている。

「基本契約書」は、販売先のアパレル、商社とは締結しているが、
縫製工場及び海外の取引先とは締結できていない。仕入先につ
いては、ほぼ締結している。また、仕入先に対する自社フォーム「発
注書」の発行は徹底して行っている。逆に受注に際して、先方より
「発注書」が発行されないケースはまだまだ残っている。「歩引き」
は、全体的には減る傾向にあるが、昨年との比較ではあまり変化
がない。手形のサイトも120～150日のものが残っており、最長は210
日。コンプライアンスに関しては、内部監査部、法務コンプライアン
ス部を中心に、月1回の社長招集、年4回の社内啓蒙、情報共
有を行い、引き続き管理を徹底している。

40
島田商事
株式会社

「基本契約書」については、国内主要仕入先とはほぼ締結済
で、販売先については相手先フォームでの契約書となるため、契
約内容を検討しながら、合意できるものは締結している。「発注
書」の発行状況は、仕入先に対してはすべて発行しているが、販
売先からは半分程度である。商社発注分の海外セット販売分
は、アパレル仕様書を基に当社で資材明細を作成し、承認を得る
方法で発注が成立している。「歩引き」について、販売先では63
社残っていて、当面は継続される見通しである。また、仕入先に対
しても40社残っている。ただし、下請法を遵守し、該当仕入先につ
いては撤廃している。手形取引の状況について、販売先からは手
形支払が53％現金支払が33％で、サイトは90日～180日で受け
取っている。仕入先に対しては、手形支払が55％現金支払が
40％で、サイトは60日～150日で発行している。いずれの場合でも
手形支払には電子記録債権が含まれている。当社から相手先
に対して理不尽な要求は一切行っていないが、販売先については
200日を超える長期手形で、かつ金利引きを行う先が一部存在し
ていることは問題であると感じている。

「基本契約書」は、昨年作った自社フォームの契約書を使い、主
要仕入先に対して締結を要請して、かなり進んだ。販売先とはア
パレル、商社からは先方フォームでの締結要請はあるが、縫製工
場からはない。以前からの先方フォームの契約書の中には、必ず
しもフェアーとは言えない内容のものも多く、結果的に締結できてい
ないケースもある。「発注書」は、アパレル、商社によって違いはある
が、正式なものは発行されていないことが多い。手形のサイトや「歩
引き」の問題は全く変わっていない。酷い例では、220日サイトで2%
引きで、現金の場合は5%引きの先がある。仕入先に対しては「下
請法」に違反するような行為はしていない。「下請法」該当先以
外でも支払い手形は90日。コンプライアンスに関しては、本社経
営企画部で一元管理し、必要であれば顧問弁護士に相談する
など対応している。

41
テンタック
株式会社

「基本契約書」は、販売先とは80社、仕入先とは30社締結して
いる。特に新規取引先とはできるだけ締結するようお願いしている。
発注書は自社の発注システムから発行され、全て発行している。
また販売先からもほぼ全て発行されている。「歩引き」取引につい
ては、仕入先に対しては全廃しているが、販売先からは、古いデー
タも含めるとまだ200社程度残っている。今後も当面継続される見
込みであるが、無くしていけるよう先方とは交渉していく考えである。
決済方法については、販売先からは手形が40%、現金が60%で、
サイトは60日～150日で受領。150日サイトの手形を発行している
先とは、サイトを短縮してもらうべく今後交渉予定である。仕入先に
対しては手形が60%、現金が40%でサイトは90日で発行している。
「取引ガイドライン」の内容が浸透してきているという実感はあり、取
引先も以前に比べグレーな部分は少なくなってきたと感じる。RFID
への対応で業績を伸ばすことが急務であり、今年から来年にかけ
て数億枚規模で受託対応できるよう環境を整備している。

販売先との「基本契約書」は、縫製工場、商社中心に締結。特
に縫製工場とは極力締結するようにしている。仕入れ先とは締結
していないが、「発注書」を自社フォームで発行しなければ仕入
計上できない仕組みになっていて、これが個別契約書の位置づ
けになっている。販売先からの手形の一部に長いサイトが残ってい
るが、基本的にはコンプライアンス遵守の取引になっている。また、
仕入先に対して120日手形で支払っているところもあるが、90日に
短縮するよう、社内で協議中。「歩引き」取引は行っていない。ま
た、販売先からの「歩引き」もなくなってきている。システムを使っての
やり取りは、先方のシステムに個別に対応するケース、電話回線
で発注を貰うケース、自社のシステムを利用して貰うケース等さま
ざま存在している。

42
ナクシス
株式会社

「基本契約書」の締結は、主要販売先との間で約30社と締結。
また仕入先とは自社フォームで約60社と締結しており、徐々に進
めている。「発注書」の発行状況は、仕入先に対してはすべて発
行しており、また販売先からもほぼすべて発行されている。「歩引
き」取引は、仕入先に対しては行っていないが、販売先からのもの
は変わらずに残っていて、当面継続されていく見通しである。無くし
て貰うよう交渉しても、先方のトップの意向であったり、社内の決まり
で変えられないと言われることもある。手形取引の状況は、販売先
からは手形支払が30％、現金支払が70％で、サイトは30日～
165日で受け取っている。仕入先に対しては手形支払が60％、現
金支払が40％で、サイトは120日で発行している。その他、古くから
付き合いのある先とは半金半手のようなケースもある。社内のコン
プライアンス体制は、会社の規定としては未整備だが、基本的に
各法令遵守には努めている.

当社では、以下の３つの理由から「基本契約書」の締結は行って
いない。①縫製メーカー単位では件数が膨大で、登録・管理が
煩雑になることが想定される。②口座確認の際、基本条件確認
書（支払条件・サイト等を確認する簡易的な内容）で確認してい
る。③回収に際し、倒産以外で訴訟等大きなトラブルになるケー
スは稀で、大事に至る場合はメインの契約を行うアパレル企業へ
都度相談を行う。これに従い、国内取引先とは補完的な意味で、
②の取引申請書を作成している。今年から国内新規取引先の
場合、先方の捺印を社判に変更した。海外取引の場合は商社、
工場との3社間覚書を交わしている。「歩引き」は、尾州以西の販
売先からのものが残っている。「歩引き」をなくして貰うよう先方と交
渉しているが、現状では断られている。受取手形のサイトは、一部
に120～150日のものがあるが、大手販売先は「下請法」の範囲
内になっている。RFIDは、今年も新たに数社導入予定で、徐々に
拡がっている。「標準プラットホーム」の導入は期待できる反面、
現在、受発注・項目、仕様の多様性への対応がセールスポイント
でもある為、統一スキームになった場合の商材の低価格化の懸
念、業務受託の差別化課題があると思われる。
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43
株式会社
フクイ

「基本契約書」は、主要アパレル企業とは締結しているが、必ずし
も継続取引とは限らない縫製工場との締結については難しい状
況である。その場合、自社規定の取引申請書に取引条件を記
載してもらうことで取引を開始している。一方、仕入先に対しては
「下請法」を遵守し、主要な取引先とは「基本契約書」を締結
済である。「発注書」の発行状況は、仕入先に対してはすべて発
行しているが、販売先からは半分に満たない発行状況である。先
方からの口頭やメールでの発注に対しては、確認のメールを送る
ことで発注書代替とする場合がある。「歩引き」については、昨年
に引き続き仕入先、販売先ともにまったく無い。支払条件等の状
況は、販売先からは手形支払が30％で現金支払が70％。受取
手形のサイトは90日～120日である。また、仕入先に対しては手形
支払が50％、現金支払が50％で、手形のサイトは「下請法」を
遵守した運用で90日で発行している。社内コンプライアンスは、社
長を中心に各部署の責任者が出席するコンプライアンス管理委
員会を設置して定例開催しており、管理に努めている。

「基本契約書」は必要に応じて締結しており、現在は取引量全
体の30%が締結済み。販売先とは、取引開始時に自社規定の
取引申請書に取引条件を記載している。仕入先に対しては、自
社の取引条件が記載された取引申請書に必要事項を記入し、
自社システムに登録してから取引を開始している。その際、自社規
定の「発注書」を必ず発行している。「歩引き」取引は行っていな
い。販売先から「歩引き」されるケースもない。取引全体の80%は
自社開発のWEBシステムを利用してもらい受注している。その他
EDI取引は販売先の要請に個別対応を行っている。「SCM統一
伝票」は販売先の数社で活用している。JIS絵表示変更につい
ては、日本アパレル・ファッション産業協会が構築している取扱絵
表示検索システムと販売先が独自に構築するマスター管理のど
ちらにも対応すべく、仕組み、体制作りの準備を進めている。

44
丸和繊維工業
株式会社

「基本契約書」は大手アパレルとはほぼ締結。新規取引開始時
は「基本契約書」締結は必須としている。「発注書」の発行は徹
底しており、仮発注書も認めていない。発注はメールかＦＡＸが多
い。仕入先との「基本契約書」もほぼ締結している。「歩引き」に
ついては仕入先はない。販売先からの「歩引き」も今は全くない。
要望を受けても断る。以前はアパレルの倉庫代行的業務もあった
が、今は長期在庫もない。また、発注頂いた製品は全量引き取っ
てもらっている。仕入先からの請求は、着荷日起算で支払い条件
は20日締め翌10日現金払い。100万円以上は手形払いを基本
としている。100万円を超えた手形を現金にて支払う際、法定金利
内の金利を引いて支払う場合はある。その際、双方協議の上覚
書を取り交わす。販売先については手形と現金の両方があり、サイ
トは長期でも120日。

「基本契約書」は、販売先のアパレルとは先方フォームで締結し
ている。素材の仕入は、100万円未満は現金払い、100万円超は
90日手形。外注加工は現金払い。覚書を交わしている相手先か
ら要請があった場合、法定内で金利引きをして現金で払うことはあ
る。「歩引き」で1社だけ残っていた先とはなくすことができた。仕入先
に対しては行っていないので、「歩引き」は全廃できた。全般的に
理不尽な取引はなくなってきていて、良い傾向にあると思う。アパレ
ル個別のシステムを使っての受発注、出荷情報のやり取りは従来
通り。自社システムとのインターフェイスは行っていない。アゾ染料、
取扱絵表示の変更、法令遵守に関しては、社内の関係部署で
対応している。

45
クラレトレーディング
株式会社

新規取引先とは必ず「基本契約書」を結んでいる。昔からの取
引先では締結していない先もある。定期的に未締結先のリストアッ
プにより締結督促を現場サイドには指示している。電話での受発
注はない。「歩引き」は販売、仕入先ともない。昨今は「歩引き」を
しない企業との取引に必然的に絞られつつある。在庫については
基本的に受注生産なので問題は発生しないが、ユーザーサイド
の需要予測に基づき当社のリスクで見込みで抱える在庫はある。
販売先との手形サイトはほぼ90日～120日。例外的に150日、180
日も残っている。短縮する努力はしている。仕入先への支払いは
殆どが翌月現金。「下請法」などのセミナー参加の促進、社内
周知には力を入れている。「下請法」該当企業をリストアップし決
済条件などの個別チェックを適宜行っている。

販売先の中には「基本契約書」を締結していない先は残ってい
る。「発注書」の発行は仕入れ・販売とも必須としている。電話で
の受発注は原則受け付けていない。販売先との手形サイトは概ね
150日以下に収まっている。取引先との個別EDIは多い。「FISPA
標準プラットホーム」については大手アパレルが採用すれば追随
する企業が出てくると思う。円安の影響は大きく受けている。価格転
嫁の要請をしても、アパレルやメーカーには理解頂いているが、エン
ドユーザーの理解はなかなか得られない。衣料繊維事業全体と
しては輸入2、輸出1の割合である。輸出については引き合いが自
然に増加している部分がある。「下請法」については遵守を徹底
している。

46

東洋紡
株式会社
(東洋紡スペシャル
ティズトレーディング
株式会社）

新規取引先は社内ルール上「基本契約書」なしには取引を開
始できないが、スポット契約では「発注書」を持って契約としてい
る。販売先については相手先フォームをベースにほぼ全部締結し
ている。昔からの取引先はほぼ締結。仕入先についても当方の
フォームにてほぼ全て締結。「歩引き」については、販売先2社とは
全ての取引先と「歩引き」しているからとの理由で未だ残っている。
仕入先については全廃している。手形サイトは、販売先では90～
120日が主流。仕入先との手形取引は少なく、大半は期日指定
現金払い。長いサイトが慣習的には残っており、実際の所、使用
資金も大きいので現金だけでの取引は難しいと考える。法令遵守
については社内では厳しく行っており、内部統制についてのテストを
毎年実施している。在庫については基本的には全量引き取って頂
いている。

新規取引先は全て「基本契約書」を締結している。社内ルール
上取引開始時には必須。スポット契約については、個別発注書
に全条件を記載した上で必ず発行している。全取引先と「歩引
き」しているからとの理由で「歩引き」をされている取引先が2社あ
る。1社はSCM推進協議会会員。先方も廃止しようとの意識はあ
る。もう1社は非会員の福山のユニフォーム関係の会社。決済条
件については新興産業との合併時に新興産業の決済条件を踏
襲。東洋紡時代の生地売り（商社への販売）は出荷日起算90
日手形か期日キャッシュ。在庫については基本的には全量引き
取って頂いているので残らない。法令遵守については厳しく教育し
ている。内部統制や商標を中心に毎年テストを行っている。シミュ
レーションではなく、実際に処理をした伝票など現物を使用しておこ
なっている。
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47
東レ
株式会社

「基本契約書」は全て締結している。「基本契約書」なしでの取
引は認められない。「歩引き」については仕入れ、販売にかかわら
ずありえないし許されない。決済条件は仕入先は原則60日現金
決済。販売先は大手商社とは手形も残るが90日期日指定現金
決済も増加している。手形取引から現金決済への流れがあり、手
形決済は徐々に前時代的な決済にかわりつつある。eラーニング
で各階層むけに法務的な教育（知財、下請法、独禁法 企業
倫理、法令遵守、安全保障貿易管理など）を実施しているが、
社員の末端までどう浸透させるかが課題。各部門、監査部と各ス
タッフ部署が中心となっての支援のもと、グループ内部統制自己
点検・相互点検制度が本年より本格導入された。必要な事務処
理は全て明文化している。流通在庫の実態はわからないが、国内
の生産キャパシティが縮小している実情から、商社がもう少し在庫
リスクは担ってもよいと考える。

繊維事業の取引においては、すべて「基本契約書」を結んでい
る。「歩引き」取引はない。ただし、関係会社が関係している委託
加工先（特に海外）も非常に増加しているので「下請法」の遵守
状況も含め更に注意を払いたい。仕入れ先は60日現金決済、販
売は大手の場合90日手形が基本。円安、エネルギー、一部の
原料高騰に関して、特に染工場の環境が厳しいと認識している。
値上げ要請を受けた場合は真摯に対応・協議している。「下請
法」が取引上関係する部署については、法務部による年２回実
態調査が行なわれている。全社員向けに下請法・独禁法・法令
遵守・CSR等に関するe-ラーニングを活用した教育や研修講座
が適宜実施されると共に職場単位の定例会議を通じて、情報共
有化を図っている。本年度後半から内部統制に関して、新たな
チェック体制、仕組み作りがスタートし、来年度より運用される予
定。一般経費や様々な仕入処理についても、必要な添付バウ
チャー、伝票類の厳正化を経理部を中心に運用強化している。

48
中伝毛織
株式会社

「基本契約書」は概ね結んでいる。販売の場合、契約書の内容
に「いつでも返品可能」など片務的な取り決めとなる場合があり、
課題となっている。また取引先が増加すると印紙代が莫大になる
点も課題。当社では「歩引き」は一切ないが、尾州地区では岐
阜のメンズと中堅のアパレルで「歩引き」の慣習が残っているようで
ある。決済条件は、販売先については、商社は期日指定現金また
はサイト90日手形。出荷指図がこないと起算されない点が問題。
発注書から出荷指図までのタイムラグ分が在庫として眠ることにな
る（仕切り預かり）。長い場合は１年以上在庫として抱えることもあ
り、1割～2割が1年以上残る。生機を含めて引き取りのルールにつ
いてガイドラインの内容を再検討願いたい。また、小売り、アパレルか
らは商社経由でなく、取引のない縫製工場（日本）に契約、出荷
を直接してほしい旨の要請が増えている。その際当初の契約条件
が変更されていることさえある（なかには「歩引き」条件が加わるこ
とさえある）。また、与信の関係から手形から現金決済に変更しな
ければならないこともあり、その場合万一縫製工場が焦げ付いた
時に保証問題が発生する懸念がある。入金確認後の出荷は、
生産上のタイムラグで生じる経費負担が縫製工場にしわ寄せさ
れることになり、当社と縫製工場とが結果的に下請け取引の関係
になる場合もある。

「基本契約書」は当社はほぼ完全に締結されている。一般的に
「基本契約書」の内容は販売先の担当者も内容を知らない
ケースが多く、さらに「基本契約書」の内容が発注者側に優位に
なりすぎている例も多い。特に、瑕疵担保、保険、検査についての
項目などが発注者優位の文面が多い。クレームがあったら永遠に
対応することなどひどい例もある。中小零細企業ではリーガル
チェックなどできないのが実態。当社では「歩引き」は一切ないが、
尾州地区では岐阜のメンズと中堅のアパレルで「歩引き」の慣習
が多く残っている。中堅のアパレルには、出荷されるまでは長期で
在庫を持たせて、出荷後は短期サイトとしている企業があるとも聞
く。昨年来、原材料やエネルギー高騰に価格転嫁が追いついて
いない。羊毛については価格転嫁は相当数の原価アップに対して
半分もできていないのが現状である。染料についても中国輸入部
分が環境基準規制問題などで高止まりしている。

49
日本毛織
株式会社

「基本契約書」は仕入先とは下請法に準じて全て締結。販売は
8割近くを3グループ商社に集約。「基本契約書」は当然締結し
ている。スポット契約の先とは「発注書」のみで対応しているが、問
題はない。メーカー、アパレル、百貨店間での見本費についての
ルールにはその都度取り決めているが、見本費を負担いただいて
いる先は徐々に増加している。受注した在庫は全量引き取ってい
ただくのを基本としているものの、在庫保管期限のルールについて
は再検討が必要で、1年を期限とするのが現実的と考える。「歩
引き」は昨年から完全になくなった。決済条件は販売先は出荷日
締45日目起算60日手形が基本。仕入先は手形、現金もある
が、特に問題はない。手形取引では、販売商社にはリスクを背
負っていただいている面がある。受発注については3社とはEDI、総
合商社とはメール・FAXが多い。

仕入先との「基本契約書」は全て締結。販売先は特定販売商
社とは締結している。スポット契約先については「発注書」のみで
対応しているが問題はないと判断している。「発注書」を発行しな
いと製品を製造できないシステムになっている。「歩引き」は昨年ま
でメンズの販売先に１社残っていたが取引を止めたので完全になく
なった。百貨店などのエンドユーザーは見本費を払わないことが
多い。メーカー、アパレル、百貨店間での見本費についてのルー
ルなども取り決めが必要と考える。EDIについては仕入先が3社な
のでオンライン接続されているが、その他の取引先はメールとFAX
で行っている。

50

三菱レイヨン
株式会社
（三菱レイヨン・
テキスタイル
株式会社）

「基本契約書」は「取引ガイドライン」の精神に則って締結してい
る。新規の販売先については継続取引の場合契約書は必ず締
結している。「仮単価」の運用は禁止。販売先、仕入先に対する
「歩引き」「金利引き」はなし。手形決済は減少している。サイトとし
ては90日～120日が多いが、長期サイト（4ヶ月以上）は販売部
長決裁が必要である。手形の割引は原則認めていない。新規仕
入先についての手形は少ない。「下請法」については、「下請法」
に抵触しないようシステムチェックをかけている。コンプライアンス遵
守については全社的に社内教育を強化している。

「基本契約書」は「取引ガイドライン」の精神に則って締結してい
る。販売先、仕入先に対する「歩引き」はない。孫会社のダイヤ
モードは解散して、機能は三菱レイヨンテキスタイルに集約された。
「下請法」については社内教育や研修を強化して厳しく進めてい
る。トップのコンプライアンスに対する関心は以前より強い。同業他
社との会議は全てデータベース化し、報告者、議事録などきめ細
かく整備している。システムに関しては有力アパレルが仕入先も含
めたシステムを構築すれば、メーカー、商社、追ってテキスタイル各
社とも追随することになる。SCM推進協議会が繰り返し地道な聴き
取り調査を実施すること自体に大きな意義があると考える。
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51
御幸毛織
株式会社

「基本契約書」は「下請法」の対象となる外注先とは全て締結し
ている。「発注書」も必ず発行している。販売先については大手と
は「基本契約書」締結済み。自社グループ内企業については
「発注書」のみの先もあるが、統制は厳格にしている。 「歩引き」
は昨年同様3社とは継続。廃止の申し入れは継続的に行ってい
る。仕入先については何年も前に廃止した。「歩引き」する企業に
はシーズン終了後の返品をするところもある。販売先の中には、手
形サイトが240日（起算からは270日）というのがあり、短縮の要望
はしている。平均では180日程度。現金決済も多いが、手形決済
は引続き3割程度あり、電子決済も増えている。コンプライアンス遵
守に関する制度は徹底されており、外部通報制度も確立してい
る。コンプライアンスマニュアルは毎年最新版に更新している。

「基本契約書」は「下請法」対象の外注先とは全て締結してい
る。「発注書」は必ず発行している。販売先については大手とは締
結済み。自社グループ内企業については「発注書」がない場合
はあるがグループ内統制はしっかり行っている。外部通報制度な
どでのコンプライアンスは徹底されている。「歩引き」については販
売先で名岐地区のアパレル1社と他2社のみ残っている。廃止の
申し入れはしているが、反応は悪い。受取手形サイトは振り出しか
ら最大210日の先が残っている。家内労働法についてはあまり認
識がなかった。円安における採算悪化とオーストラリアの羊毛価格
高騰（食肉へシフトしているため）の対応に追われている。価格転
嫁浸透度が課題。アゾ不使用宣言は開始して3年になるが、不
使用証明書が必要になるなど手続きは煩雑になっている。

52
ユニチカ
トレーディング
株式会社

「基本契約書」はほぼ締結しており、未締結先に関しては社内で
リストアップして締結推進している。社内手続き上、「基本契約
書」締結は必須となっている。「発注書」も発行している。在庫の
引き取り期限については、取引先との取り決めが必要。滞留在庫
は社内会議でチェック、管理している。4半期毎に引き取ってもらう
のを前提としているが、中には半期（半年）を超えるものもある。備
蓄在庫は追加発注に備えるなど取引上やむを得ない面がある。
「歩引き」は中京地区の販売先1社あるが、契約書を締結してい
て問題ない。仕入先への「歩引き」はない。決済条件は、社内の
与信審議会を通じて厳しく管理している。回収サイトの長い先は未
だある（120日～150日）。新規販売先からの回収サイトは90日が
基本。仕入先への支払いは、下請法を遵守している。

「基本契約書」はほぼ全社と締結しており未締結先に関しては社
内でリストアップして締結推進している。社内手続き上、「基本契
約書」締結は必須となっている。「発注書」も発行している。在庫
の引き取り期限については、取引先との取り決めが必要。 滞留
在庫は、社内会議でチェック、管理している。備蓄在庫は、追加
発注に備えるなど取引上やむを得ない面がある。「歩引き」は中
京地区に1社あるが、契約書を締結していて問題はない。 エネル
ギーコストに関しては、ガス単価（石油単価に連動）が下がったこ
ともあり、昨年よりは落ち着いた。円安等のコストアップ分の客先へ
の転嫁は難しい。約半数は転嫁できていない。決済条件は、社内
の与信審議会を通じて厳しく管理している。SCM推進協議会の活
動のおかげもあり、社内で「歩引き」、歩積みに対しては強く意識
するようになった。

53
サカイオーベックス
株式会社

「基本契約書」は原則締結しているが、協議会員企業でないア
パレル小企業には締結できていない先もある。電話受注はないが、
メール受発注は残っている。「歩引き」は名岐地区大手アパレル
で残っている。仕入先については、買収した子会社の仕入先に対
して一部（金利より高い2％）金利引きを行っていたが是正した。
「歩引き」の習慣はインテリア業界では多く残っている。公正取引
委員会主催の下請法説明会には営業を中心に毎年参加させ
ている。産元、機屋に対して、法律を知らずに違法行為するリスク
を避けたい故である。染料は高止まりしているが、エネルギー、燃料
は下がった。価格転嫁は難しい部分もあった。アゾ染料規制は専
任を置いて不使用宣言書を発行している。

「基本契約書」は原則締結することとしているが、アパレル会社と
の取引が急増し締結が後追いになることがある。「歩引き」につい
ては｢取引ガイドライン」作成時から経営トップの指示で廃止要請
を行って以来減少してきたが、インテリア、名岐地区アパレルの一
部の会社で残っている。「金利引き」は、当社にはないが、子会社
とアパレル企業間で残っている。公正取引協会主催の下請法セ
ミナーには、取引先に縫製工場や機屋も多くあるため営業担当
者には積極的に参加させている。中国の環境問題もあって原料
（染料）は高止まりしている。大幅なコストアップとなっているが、適
正加工料金への見直しなど価格転嫁に苦労している。

54
株式会社
ソトー

「基本契約書」は仕入先、販売先ともほぼ締結している。「歩引
き」は仕入先、販売先とも無い。テキスタイルの販売先で一部手
形サイトの長いところがあり改善を要請している。サイトの最長手形
は90日（翌月起算の120日）。染色加工については、2年を経過し
ても動かない在庫が少なからずあるため、倉庫のキャパをオーバー
し業務に支障が出始めた。引き取りまたは色付けのお願いをしても
動かないため保管料をアップしていただく要請をしている。また、テキ
スタイル販売については在庫の位置付け、運賃負担、見本費用
等のあり方に対するルールを議論して頂きたいと思う。

「基本契約書」はほぼ締結している。「発注書」も必ず発行、受
領とも行っている。「歩引き」は仕入先、販売先ともなし。かつて尾
州地区においては、SCM推進協議会の方針を受け、「歩引き」を
行っていた企業に対して「歩引き」廃止に動いた。またそれに連動
して長期手形を現金化することも検討した。その際（業界として）現
金化の交換条件として一部「歩引き」を認めたケースはあった。艶
金を引き継いでソトーがSCM推進協議会入会した際、「歩引き」
廃止を目指したが「歩引き」廃止を行うかわりに現金決済から逆
に90日手形に戻った先もあった。家内労働法の対象先は直接に
はないが、機屋、撚糸での実態については今後注意を払いたい。
尾州ネットは「FISPA標準プラットホーム」のシステムが構築できた
際に連動できればよいとは思うが、いつ発注が来るか分からない
原料の供給体制からの再整備が必要と考える。原料、特にウー
ル糸と染料は高止まりしている。燃料はやや下がり気味。染料助
剤はあがっている。トータルとしては相殺されている。

55
東海染工
株式会社

「基本契約書」に加えて「加工取引条件書」「覚書き」などはす
べて稟議案件として締結している。発注書の発行は必須。交渉は
全て書面で記録を残すよう社内で厳しく指導している。「委託加
工契約書」とは別に「秘密保持契約」締結にも注力している。新
規取引先が「歩引き」を要望してきたら社内ルールを盾に一切受
けない。当社は初期の段階から「歩引き」廃止を唱えてきた経緯も
ある。「歩引き」は犯罪と定義してもよい。業界団体などとも協議し
て「歩引き」廃止に向けての活動を強化してはどうか。「歩引き」は
各社の管理部門が牽制すれば発生は抑止できる。手形の廃止
という流れはあるが、手形商売があるおかげでリスクをはった備蓄
系の新しいチャレンジができるという側面があるので廃止すれば良
いというものではない。サイトは平均60～90日であるが最長123日
手形で大手アパレル。支払いは一部電子決済利用を開始してい
る。見本の取り扱い、クレームの取り扱いに関する項目については
「取引ガイドライン」内で更に充実させてはどうか。

「基本契約書」は取引条件書とともに委託先・販売先との間で
は完全に締結している。長年の付き合いのある仕入先については
未締結の先も残っている。「発注書」は完全に発行している。記
録を書面に残す事は社内で厳しく指導している。同じ委託先にも
かかわらず当社の部署によって異なっていた取引条件は本年から
統一した。手形から現金に決済条件を変更した先も増加。「発注
書」なしには生機の発注は行わない方針で在庫も持たない。「歩
引き」は一切ない。京都には「歩引き」を要請してくる企業が残って
いるが、社内ルールを盾に一切受けていない。当社は初期の段
階から「歩引き」廃止を唱えてきた。無償サンプルは大きい金額な
ので問題である。
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56
イオンリテール
株式会社

「基本契約書」の締結は、全ての取引先と自社のフォームにて締
結している。「歩引き」「金利引き」は衣料品部門においては全廃
している。社内研修会は、新たな法制化事項に対応し、内容を更
新して毎年実施しており、本年は景品表示法の改訂内容や家庭
用品品質表示法の取り扱い絵表示の改定内容も盛り込んで実
施した。4月施行のアゾ染料規制に関しては不使用宣言書の提
出を要請、また社内でも抜き取り検査を実施している。EDI取引で
は全ての部門で流通BMSを導入している。電子タグRFIDは昨年
度より店舗で実験導入を行い、本年度は、更なる検証の検証を
すすめている。消費増税は延期となったが、軽減税率に関しては
区分など運用面で曖昧な部分が多く、この間に明確になる事を
期待している。

「基本契約書」は全ての仕入先と自社仕様にて締結している。イ
オン行動規範に則り、コンプライアンス関連では外部のセミナーに
も積極参加、社内でも関係者全員を対象にしたコンプライアンス
セミナーを毎年実施している。「歩引き」、金利引きは衣料品取引
においては全廃している。EDI取引としての流通BMSはほぼ導入が
完了し、現状では経営統合したダイエーとのシステム面の連携を
進めている段階である。取扱絵表示の変更、アゾ染料の規制は
品質管理部門の担当が当初より業界の議論の場に参加して法
制化への対応を行っている。オムニチャネルへの取組みは今後の
重点取組領域として強化する方針である。

57
株式会社
イトーヨーカ堂

「基本契約書」は、自社フォームにて全ての仕入先と締結してい
る。「歩引き」「金利引き」は一切存在しない。支払いは全て現金
で手形取引は無い(15日締め5日払い最短20日現金)。
FT(フェアートレード)委員会では下請取引を適正にするため、対
象口座をシステム上に登録しチェックする体制を構築している。ア
ゾ染料の規制については社内確認書の提出をアゾ以外の化学
物質全般の安全も確認する目的もあり、仕入基準に組み込み
管理している。更にアゾの規制については自社輸入商品に於いて
は、「エコテックス規格100」認証取得工場、あるいはホワイトリスト
企業以外のルートについては、事前に製品の検査を実施してい
る。又本年12月からの取り扱い絵表示変更については社内説明
会等を行い準備している。日本製製品に関しては会社全体でも
重視しており再構築中であるが、日本の産地の生産キャパシティ
の減少は大きな課題である。オム二チャネル事業として昨年11月に
スタートした「オム二セブン」は、当社グループ企業全体での物流
を含む基盤整備を進める等、更なる体制強化をしている。

「基本契約書」は口座開設とセットにて全ての取引先と締結して
いる。発注は自社のシステムにて行われている。特に下請取引は
システム上で登録しFT(フェアートレード)委員会がウォッチを行
い、支払い取引進捗等のアラームを発信する仕組みを導入して
いる。2年前より仕入基準書にはアゾ染料不使用宣言書の提出
要請を盛り込んでいる。法制化に向けては不使用宣言書の確か
さが課題と認識している。公正取引の確保を目的としたFT委員会
では、その活動を強化し公正取引委員会の下請け法違反事
例、店頭の表示違反の指摘等、直近の事項を盛り込んだ情報
の発信を全社に対して行っている。グループ会社全体の経営方
針として推し進めるオムニチャネル戦略では、本年度中に実践の
形としてGMS、コンビニエンスストア、百貨店その他で販売と受取
が出来る事業を打ち出す予定である。

58
はるやま商事
株式会社

「商品売買基本契約書」は自社フォームにて全ての仕入先と締
結している。「歩引き」「金利引き」は全廃している。支払いについ
ては現金と手形はほぼ半々である。手形支払いでは月末締め翌
20日払い、上限90日としている。その他支払い手段としてファクタリ
ング及びでん債ネット利用の比率が増加している。昨年度は中小
企業庁の適正取引推進講習会と取引ガイドライン説明会を社
内研修として開催した。本年4月施行のアゾ染料規制については
取引先への不使用宣言書の提出要請をしている。電子タグ
RFIDの利便性は認識しており現在研究の段階である。本年4月
の景品表示法の改正もあるが、当社の進める製品の機能表示
に対しては優良誤認を発生しない様、細心の注意を払っている。

商品売買基本契約書は全ての仕入先と締結している。製品の
発注は自社のWEB基幹システムにて適切に発行をしている。社内
の下請取引の啓蒙活動としての研修は毎年継続的に実施して
いる。「歩引き」、金利引きは全廃した。支払いは利便性も考慮し
てファクタリング、でんさいネット等の仕組みを採用している。取扱絵
表示のISO基準への整合化に伴う変更及びアゾ染料規制の法
制化に対応した社内説明会を計画中である。生産拠点は海外
生産は中国中心からアセアンにシフトを進めているが、一部では日
本製製品の販売も行っている。

59
株式会社
丸井グループ

「基本契約書」は自社フォームにて全ての取引先と締結してい
る。「歩引き」「金利引き」は全廃済。支払いは全て現金、支払い
サイトは20日締め、翌月10日払い最長50日以内となっている。流
通BMSについては当社の賃貸借契約事業の推進に伴い導入社
数は減少している。従来からの独自方式によるEDI取引は2015年
度秋に全て終了した。アゾ染料の規制については不使用宣言書
の提出をお願いし、出来ない場合は検査を行っている。本年12月
の取り扱い絵表示の変更に関しては社内説明会を実施した。但
し、従来の表示との表示前提の違い及び消費者への変更内容
の普及については課題が多いと認識している。オム二チャネル事
業の推進を目的として店頭部門とEC事業部門の組織統合を
行った。

「基本契約書」は全ての取引先と締結している。全社で推し進め
る賃貸借契約は順次各店で構成比率を高め新たなビジネスモ
デルとしての確立を目指している。「歩引き」、金利引きは全廃済
みである。支払いは全て現金、サイトは20日締め翌月10日払い、
最長50日以内の支払いとなっている。流通BMS導入は古いEDI
からの切替もあり計画より進み現在170社と取引をしている。オムニ
チャネル戦略として、従来からのネット通販受取窓口の設置や在
庫の一元管理を進める他、傘下の物流事業会社を活かして、取
引先との業務全般を合理化させるフルフィルメント事業も進めてい
る。取扱絵表示、アゾ染料に関しては、お客様サービス部門が窓
口となり法制化の動きに対応した活動を進めている。
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No 企業名 平成28年度報告 平成2７年度報告

60
株式会社
そごう・西武

「基本契約書」は、仕入先・販売先ともに全て締結。「発注書」
は全て発行している。社内規定として販売先とは「発注書」、受
領書・発送明細がないと契約を認めない。「下請法」対象企業
が発注先の場合の在庫は、全て当社が買い取りをしている。「歩
引き」は販売先・仕入先ともに一切ない。支払い条件は月末締め
翌月末現金払いで統一。手形決済はない。従い、金利引きもな
い。「下請法」についてはセブン＆アイ ホールディングスの法令
遵守(CSR)対応は厳しいため以前より管理を厳格にしている。家
内労働法についての対象先はない。自社の在庫状況を統一
フォーマットで見られるシステム（在庫の見える化）を構築中で、客
別（個別）のシステムの場合は、今年度中2017年2月迄の完成
を目標にしている。昨年度と同じ予想だが、2020年の東京オリン
ピックに向けてユニフォーム業界の業績は向上すると予想してい
る。取り分け鉄道、バス、ホテル等のユニフォーム需要を期待。

「基本契約書」は仕入先・販売先ともに全て締結。「発注書」は
全て発行している。社内規定として販売先とは「発注書」、受領
書・発送明細がないと契約を認めない。「下請法」対象企業が
発注先の場合の在庫は、全て当社が買い取りをしている。「歩引
き」は一切ない。支払い条件は月末締め翌月末現金払いで統
一。「下請法」については以前より管理を厳格にしている。家内労
働法についての対象先はない。自社の在庫状況を統一フォー
マットで見られるシステムを構築中。今年8月検証、12月に完成
予定。 2020年の東京オリンピックに向けて、ユニフォーム業界の
業績は向上すると予想している（鉄道、ホテル等の需要を期待）。

61
株式会社
大丸松坂屋百貨店

「取引基本契約書」は全取引先と締結出来ている。口座開設
がなければ取引出来ない社内ルールであり、口座開設時に「取
引基本契約書」が必要。製品仕様書などでエンドユーザーとの
間では取り決めをしっかり行っている。新旧を問わず、全取引先に
対して定期的に審査を行っている。昔からの取引先であるからとの
理由で「取引基本契約書」を省略することはない。「発注書」は
仕入先へ発行しており、販売先からも入手している。「歩引き」、
「金利引き」は、販売先・仕入先ともに一切ない。支払いサイトは
20日締め、翌20日現金払い。百貨店では手形取引が無く全て
現金。コンプライアンスについては、営業部を含めて社内で徹底し
ており、特に60日以内の支払いを徹底している。発注はファックスと
メールが多い。基本的に受注発注であり、在庫は持たない方針。
アゾ染料、取扱い表示記号、等の対応は、本社のコンプライアン
ス担当が一元管理している。

「基本契約書」は全取引先と締結出来ている。口座開設がなけ
れば取引出来ない社内ルール。製品仕様書は取引先・メー
カーとの間での取り決めを行っている。新旧を問わず、全取引先に
対して定期的に審査を行っている。昔から取引先であるからとの理
由で「基本契約書」を省略することはない。「発注書」は、仕入先
に発行している。「歩引き」、金利引きは、販売先・仕入先ともに一
切ない。支払いサイトは20日締め、翌20日現金払いで手形はな
い。コンプライアンスについては、社内で厳しく厳守の指導をしてい
る。基本的に受発注で在庫は持たない方針。

62
株式会社
髙島屋

「基本契約書」は口座開設時に締結が前提。口座開設とセット
で締結。「発注書」は完全に整備している。「歩引き」「金利引
き」取引は一切ない。支払いについては、1ヶ月単位の現金払いで
統一（月末締め翌月末払い）。手形取引はない。受注段階から
計画的に情報共有化を進めており、最終的には全品買い取って
いただく条件で適宜生産を進めているため在庫の問題は発生しに
くい。入札時に買い取りを条件としない客先に対する対策が課
題。「下請法」については半期に一度全員を集めて説明会を開
催するなど業務監査室を中心に法令遵守については厳しく指導
している。全社社内コード体系統一とホストコンピューター更新は
昨年度完了しており、継続して運用している。ユニフォーム業界に
おいてエンドユーザーに「取引ガイドライン」をどう浸透させるかが
難しい課題と認識している。ユニフォーム業界は現時点で残って
いる課題と整理が先決であり、ユニフォーム分科会等で議論して
いく。アゾ染料規制については不使用宣言書を出して頂くなどで
対応している。洗濯表示の変更については品質管理室が中心と
なって、教育を含め統制している。

「基本契約書」は口座開設時に締結が前提。「発注書」は完
全に整備している。支払いについては１ヶ月単位の現金払いで統
一。受注段階から計画的に情報共有化を進めており、最終的に
は全品買い取っていただく条件で適宜生産を進めているため在庫
問題は発生しにくい。入札時に買い取りを条件としない客先に対
する対策が課題。半期に一度全員を集めて「下請法」について
の説明会を開催するなど業務監査室を中心に法令遵守につい
ては厳しく指導している。全社社内コード体系統一とホストコン
ピュータ更新は完了した。オムニチャネルに関する話題も最近は
多いが、ネットを実在庫とつなげる際の様々な問題発生が予想さ
れる。ユニフォーム業界においてエンドユーザーに「取引ガイドラ
イン」をどう浸透させるかが難しい課題と認識している。アゾ染料に
ついては不使用宣言書を出して頂くなどで対応している。洗濯表
示の変更については品質管理室が中心となって、教育を含め統
制している。

63
株式会社
三越伊勢丹

「基本契約書」は仕入先、販売先とは概ね締結。口座開設の
前提条件である。仕入を営業が直接行っているスポット取引の中
には「発注書」だけで契約を済ますケースもある。「発注書」の発
行は仕入・販売とも必須。客先からの「発注書」は現時点手書き
が中心であるが、それを自社のシステムで手書きからオンライン化
への移行を目指しており、2017年度末（2018年3月）完了を目標
としている。また、2016年3月末で「下請法」対象企業が発注先
の場合の在庫は全て買い取りに切り替えた。仕入先・販売先とも
に「歩引き」、金利引き無し。支払条件は20日締め翌月20日現
金払いで統一し、支払手形は発行していない。ユニフォームは生
産・納期のスパンが長いので、原料高、為替変動等の要因により
コストがアップする。一度決まった値段が変わらないのも問題。原
材料の高騰、為替変動、在庫リスク等、の条件を織り込んだ売買
基本契約書を締結するのが理想であるが、ユニフォーム業界は
契約が浸透せず、改善していくべきと感じている。「下請法」に関し
ては知らずに抵触することが無いよう、社内の部署単位で勉強
会・研修を行っている。

「基本契約書」は仕入先､販売先とは概ね締結。口座開設の
前提条件である。仕入を営業が直接行っているスポット取引の中
には「発注書」だけで契約を済ますケースもある。「発注書」の発
行は仕入れ・販売とも必須。仕入先への「発注書」は現時点手
書きが中心であるが、今年度末には発注から支払いまでの電子
化が完了予定。また2016年3月末目標で在庫は全て買い取りに
切り替える予定。仕入先・販売先とも「歩引き」、金利引きなし。
支払い条件は20日締め翌20日現金払いで統一。ユニフォーム
は生産・納期のスパンが長いので、原料高、円安等の要因により
コストがアップする。一度決まった値段が変わらないのも問題。原
材料の高騰、為替変動、在庫リスク等、の条件を織り込んだ売買
基本契約書を締結するのが理想であるが、ユニフォーム業界は
契約社会でないと感じている。アゾ染料については不使用宣言
書の発行で対応。洗濯表示については業界側の混乱はないが、
消費者側は戸惑うと思う。
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64 Ａ-2

「基本契約書」の締結は当方から積極的に申し入れているわけ
ではないが販売先から締結を要望されることは増加。口座開設す
る際に締結が条件となっている場合が多い。外注先とは特に結ん
でいないが委託加工賃契約書の締結はすすめている。「歩引き」
は、当方から取引が無くなる事を覚悟して申し入れを続けた結果、
半減し、5社程度になった。支払い時に「歩引き」を意識させられ
る。「金利引き」「協賛金」「センターフィー」はない。決済条件に
ついては書面で必ず残している。手形決済が多いが、期日指定
現金が増加している。手形の割合は半々ぐらい。大手商社筋は
手形でサイトは60～90日。関西の問屋筋では120～150、210日に
なるケースもあるが平均120日程度。現金化の流れは進んでい
る。支払いは翌月現金払いが多いが、一部問屋、商社は手形で
支払っている。

65 Ａ-3

「基本契約書」は、販売先の大手・中堅先とは締結しているが、
零細先とは締結していない。仕入先では整理屋とは締結している
が、撚糸屋・補修屋とは締結していない。また、子機とは締結してい
る。「発注書」については、販売先は大手先からは入手している。
中堅先ではないところがある。仕入先は個別の「発注書」または
加工指図書を発行している。決済条件について、販売先との国
内向けの決済条件は振出日から150日。出荷日起算では195
日。ファクタリング利用しているので7割は現金、残り3割が手形で
の回収。海外は当月末締め翌月末現金払い（T/T送金）。国内
下請け業者に対しては現金払いが基本。「歩引き」は廃止すべ
き。当社としても表面的な販売額に歩引き額（例えば3％）を乗せ
て話しを進めることになるので余計なことを行っている感じである。名
古屋の大手2社は完全になくなった。8社は東京のアパレルの特定
ブランドに強い流通メーカーで未だ残っている。理不尽な条件や
要求を強いる、または強いられることについては、仕入先・販売先と
もにない。全体的に見ると昨年よりも正常な取引に向かっていると
思う。

66 A-5

「基本契約書」に関しては大手販売先とは半数程度、中小の販
売先との締結比率は更に落ちる。「発注書」については100%発
行して貰っている。「歩引き」に関しては廃止の交渉は進めるが進
展は少ない。但し「歩引き」の無い大手との取引が増加する中
で、「歩引き」の占めるインパクトは低下している。支払い条件では
手形も残るが、利便性も考慮して電子債権手形の利用が増加
する傾向がある。「歩引き」廃止等の交渉を進める為の行政から
の通達又は交渉に利用出来る要請文等のツールがあると有り難
いと思っている。「価格」に関しては昨年度は行政の「原材料・エ
ネルギーコストの転嫁対策」指導もあったが、実際には川上業種
への波及が殆ど無かった事は課題と認識している。産地企業の
事業者数減少は更に大きな課題であり、業界全体でのフォロー
体制の必要性を感じている。

「基本契約書」は大手販売先や商社からの要求で締結する傾
向にあり、徐々に進んできているが、こちらからの働きかけはしていな
い。「発注書」も発行されるようになってきていて、これらは、あるべき
姿に近づいてきている。一方、「歩引き」については全く進歩してい
ない。廃止に向けた働きかけを行っているが、色よい返事は貰えて
いない。大手取引先とは「下請法」もあり、「歩引き」取引は行っ
ていないが、名岐地区の中小アパレルは当たり前に「歩引き」取
引があり、ない場合でも手形のサイトが長いといった問題がある。大
手取引先は90日手形、ファクタリング、電子手形が増えてきてい
る。産地での課題は価格が上がっていかないこと。仕入原価の上
昇分を価格転嫁できるような仕組みを、業界全体で考えて貰いた
い。

67 A-6

「基本契約書」の締結率は数年来1割強と変化はしていない。発
注に関しては未だ口頭での発注も残っている。「歩引き」に関して
は廃止の交渉は進めているが大きな進展はない。今後「歩引き」
されている先に対し廃止に向けたレター等を出して改善の交渉実
施を予定している。課題として地場GMSの「歩引き」取引の存在は
問題だと思っている。支払いでは糸や加工賃は現金、手形は1割
程度。取引条件に関しては与信限度を含めた内容の見直しを進
めている。

「基本契約書」の締結や、「発注書」の発行状況については、昨
年と変わっていない。昨年からの違いは、加工場に対する支払い
を手形から現金に変えた点。ただし、一定期間、法定内の「歩引
き」をさせて貰い、その後「歩引き」はなくした。今年も1社、同様の条
件変更をした。一方、販売先に対してはそのような交渉はしていな
い。今後は行っていく必要があると思っているが、具体的にはこれか
ら検討していく。「歩引き」取引等は物事を複雑にしているだけで、
良いとは思っていないが、当社として廃止に向けて声をあげてこな
かったことは反省している。販売先については、規模的にも内容的
にも当社と歩調を合わせていける先に集中させている。その結果、
以前より取引上で振り回されることはなくなった。

【産地・他】
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68 A-7

当社は産地の子機であり、親機との「基本契約書」の締結は無
い。但し今後産地団体と連携して契約書を締結していく方向で
進める計画は存在している。支払いに関しては手形取引は無く、
全て現金決済で多くは末締め翌月払い。「歩引き」等の課題は
存在しない。当社は新たな設備を投資して特色有る生地を生産し
て、海外へも販路を拡大しているが、課題としては付加価値を持た
せた商品が適正な価格が通る事と原材料コスト等のアップが適
切に通る事が挙げられる。産地の大きな課題としては、後継者育
成が出来て無い事がある。産地団体と連携した勉強会等も行っ
ているが、業界全体としての対策も必要と思っている。

産地における子機の立場。親機との間で「基本契約書」は交わ
したことがない。加工指図書はあるが、納期も工賃も記載されてい
ないものがほとんどである。長年の慣習で、工賃の支払いを求める
請求書も発行していない。親機と子機の力関係ではどうしても親
機が強かったが、最近では子機の高齢化と共に作り場が減少し
たため、作り場を確保するために子機の意見を聞かざるを得なくなっ
てきている。

69 A-8

「基本契約書」について、販売先と先方フォームにて約8割締
結。子機との契約は約6割締結、染色・整理業とは委託加工基
本契約書を9割締結している。新規先とは口座開設時に自社
フォームで締結。「発注書」は販売先・仕入先ともに100%発行し
ている。受取手形のサイトについては大手は90日手形が7割占め
る。但し関西の販売先には155日の手形が残っている。売掛金入
金については手形入金7割、振込入金3割。買掛金支払いは全
て振込支払で、月末締め翌月末支払いが7割、残りは月末締め
3ヶ月後支払いとなっている。「歩引き」について販売先は10社、
仕入先及び外注先は15社残っている。「歩積み」は2社残ってい
る。「歩積み」の残る2社とは廃止に向けた交渉を強く進めてはいる
が解消されていない。「金利引き」は販売先で4社、支払い先で1
社残っている。出来れば行政からの取引適正化の指導・支援が
あると解消交渉に有効と期待している。J∞クオリティ認証は取得
済み。当社としては日本製テキスタイルの海外販売を目指した事
業を開始しており、J∞クオリティ事業の動向を注視している。

「基本契約書」について、販売先は古いものが多いが先方フォー
ムで約8割ある。「契約書」として完備しているのはその内の約半
分。仕入先は子機との「契約書」は古いもので約6割ある。染色
業・整理業とは委託加工基本契約書を約9割締結している。新
規先とは口座開設時に自社フォームで締結。「発注書」は販売
先・仕入先ともに100％発行している。手形サイトにつていは、大手
は90日手形が7割占める。関西の販売先では155日手形が未だ
ある。一部には交渉してサイトを150日から120日へ改善した先が約
半数ある。支払いは手形払いが9割、現金1割（少額の先及び一
部の得意先）。「歩引き」について、販売先は10社、仕入先及び
外注先は15社残っている。販売先にはなくすよう申し入れても、その
ままにして欲しいとの返答。歩積みは2社残っている。金利引きは販
売先で4社、支払い先で1社残っている。在庫を持たされる取引慣
行が残っている。「発注書」で記載した納期から最長1年持たされ
るケースがあるが、受注ありきで資金回す必要もあり、受けざるを得
ない事情である。「下請法」は下請法があるからという要素が大き
な動機となり、積極的にではないが守られている。

70 A-9

「基本契約書」は販売先・仕入先ともにない。販売先からの「発
注書」はあるが中身は曖昧である。納期は仕上りの納期であり引
き取りの納期ではない。引き取りは伸びる可能性が高い。単価は
記載されているが最後は単価ダウンして引き取るケースもある。仕
入先への個別の「発注書」は発行しており、加工指図書が「発
注書」となっている。回収は180日前後のサイトの手形が多い。150
日または210日のサイトの手形もある（総じてメンズはレデイスよりもサ
イトが長い）。糸の支払い、外注先への支払いは現金で払ってい
る。「歩引き」は、販売先では1社残っている。歩引き3％、販売協
力費3％、要請されている。仕入先への「歩引き」はない。手形の
サイトが長い先があるが、「下請法」には触れていないのでサイトを
変えられない。回収の手形サイトが長く、また在庫を持つ期間が長
い。糸、機端、仕上がった反物も在庫を自社で持つことになる。そ
れを踏まえての資金繰りを立てている。

71 A-10

「基本契約書」はないが、「発注書」は販売先・仕入先ともにあ
る。「発注書」には数量・単価・金額・納期の記載あり。100％受
注生産（BY ORDER）で引き取りもシーズン毎（半年毎）に引き
取ってもらっている。決済条件は、販売先からの回収：期日現金
65％、現金35％。90日から120日サイトの期日現金または手形。
古い（長年）のメンズの取引先では120日から210日の期日現金
または手形もある。仕入先（下請け：機屋、染色、縫製、等）への
工賃払いは現金。「歩引き」は生地コンバーター3社に残ってい
る。率は1～3％。その分生地単価にオンするしかない。理不尽な
条件や要求を強いることや強いられることはなくなってきており、良い
傾向になって来ている。
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72 Ａ-11

仕入、販売とも大手とは「基本契約書」は締結している。中小の
先とは「個別発注書」にて対応している。加工指図書を「発注
書」として発行している先もある。「歩引き」は販売先で昔からの小
企業のみ一部残る。問題なしと判断し、そのままにしている。大手
先はない。「歩引き」の廃止は覚悟をもって申し入れれば先方も廃
止せざるを得ないのではないか。手形の決済条件は平均120～
150日、昔からの取引先で一部180日～210日が残っているが、
大手は期日指定現金が主。手形から期日現金への変更が多
い。問題としては、一部3者間取引の「為替手形」が残っている
点。為替を発行している企業が印紙不要で受領した側が印紙代
を発行するという発行側に都合のよい手形である。下請法説明
会への派遣は積極的に行っている。消費税の転嫁は順調に実
施できたが、円安などによるコストアップについては転嫁できる場合
とできない場合がある。

73 Ａ-12

新規販売先については「新規取引先契約書」に決済条件など
事項を明記して締結している。口座開設と「基本契約書」の締
結はセットで行っている。スポット契約は原則的には結ばない。仕
入先は商社が多い。「基本契約書」や「覚書き」は特に締結して
いない。「歩引き」について残っている先には廃止を要望している。
「歩引き」は利益供与と一緒。「販売手数料」「販売補助費」
「協賛金」などの名目で「歩引き」という名称は隠せる点が問題。
取引を継続するには「歩引き」は廃止すべきとの経営者の認識と
覚悟が必要。日本繊維産業連盟や各業界団体とも協議しては
どうか。手形のサイトは90～180日で最長210日も残る。手形の割
合は、35%程度である。

74 A-13

「基本契約書」は継続的取引がある先とは締結していないが、新
規取引先とは締結している。仕入先は先方の要望により商社の
み締結。発注はＦＡＸ、メールが主体。「歩引き」は昔からの販売
先で1社残っている。協議会員企業ではないが、改善の要望は絶
えず行っている。現金払いを短縮する代わりに金利引きして払う
「現金引き」も残っている（手形の金利引きではない）。在庫は概
ね引き取って頂いており、未引き取りは基本的にはない。決済は、
仕入先は期日指定現金振り込みが多いが、大手商社は90～
120日の手形払いが多い。販売先ではファクタリングに置き換える
事も最近は多い。電子手形と手形の先のサイトは京都の問屋筋
が150日以上と長い。新規は最長90日のサイトか現金でお願いし
ており、現金化の流れを感じている。繊維業界における手形の役
割はまだ大きいと考えている。

75 A-14

「基本契約書」は、仕入先では商社とは締結しているが、工賃依
頼先などとはあまり締結できていない。販売先では先方の要望が
ある先は締結している。販売先には率で3～5％程度の「歩引き」
が残っている先がある。実際は「歩引き」分は価格に上乗せして
対応することが多い。取引の立場上、こちらから「歩引き」の廃止
は申し出づらい。手形を現金で支払う場合は金利分を引いて支
払っている。販売先からの手形サイトは大手は90～120日中心。
最長150日。ここ10年は現金払い先と優先的に取引している。新
規販売先では信用力のある先以外は割り引けない長期手形の
商売はしない。現金の場合末締め翌日末現金受け取りが多い。
仕入先は120日支払いの手形が多い。「下請法」についてはあま
り把握していない。

76 B-1

「基本契約書」は主要な取引先とは長年の取引で信用を築け
ており、企業数も限られ現時点では締結は出来ていない。但し、
今後は在庫引取等の課題に対応する為にも、「基本契約書」の
締結を進める検討を予定している。「歩引き」等の不公平な取引
は以前には存在したが、「歩引き」を要請する企業、長期の支払
いサイトである相手先とは、取引を行わない事で対応している。支
払いは上限でも90日と短縮している。アゾ染料の規制に対応した
不使用宣言書の提出は進めているが各社の提出フォーマットの
違いは課題と認識している。

77 B-2

仕入先については、大手企業のみ「基本契約書」を締結してい
る。長年の継続的取引先については、見積書兼「発注書」にて
取引を行っている。発注は、見積書をベースに口頭にて値決めす
るケースが多い。販売先については、テキスタイル商社など大手
企業とは「基本契約書」を締結しているが、小規模のメリヤス工
場などとは締結していないため、染色指図書を「発注書」に代替
している。数量、単価、納期等必要事項は指図書に記載されて
いる。販売先との決済条件は90日～120日手形が多いが出荷
後の起算になるので負担は大きい。製品在庫期間が長期化する
懸念から、サイトの改善は大きな課題である。「歩引き」は3社が
3％で残っている。 「歩引き」額を販売単価に上乗せしているので
意味はないと判断している。金利引きはない。「下請法」について
は概ね理解している。家内労働法については対象者がある可能
性はある。
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78 C-1

「基本契約書」は販売先、仕入先とも締結している先は少ない。
受注は電話とFAXが主体で、中堅アパレルとの取引が多い。「歩
引き」については販売先の老舗生地業者からたまに要請がある。
「歩引き」がある事が最初から判明していれば生地単価にのせる
こともできるが、支払う段階まで分からない場合がある。仕入先に
対しては「歩引き」はない。決済条件については販売先は翌月現
金払いもあるが、手形取引では120～150日のサイトが多い。出荷
日起算で150～180日を超えることもあるが、特に問題は無いと
思っている。仕入先に対しては殆ど翌月現金で支払っている。決
済条件を決めないまま取引をスタートし、後から手形や現金などの
決済条件を決めることある。

79 C-2

販売先との「基本契約書」は締結していない。取引は主に「発注
書」ベースで行っている。仕入先とも「基本契約書」は締結して
いない。直売りはしないで糸商を通じて販売をしている。「歩引き」
に関するルールについては当事者同士が納得しなければ機能し
ないし、強制力が必要と考える。「歩引き」は率3%程度で販売先
で2社残っている。振込手数料引き、金利引きもある。仕入先に対
しては振り込み手数料を引くことはあるが、1万円以下は当方負
担。運送料は基本的に元払いで、金額が小さい場合はご負担
いただいている。見本費用は基本的には当方負担。百貨店の消
化仕入れは不透明と思う。決済条件については、販売先は翌月
末現金払いで、手形取引は基本的にはない。在庫は見込みで
持つため在庫リスクがあり、その分値段を上乗せして販売せざるを
得ない。仕入先も手形取引はほとんどなく、現金払いが多い。

80 C-3

「基本契約書」は先方の要望があれば結んでいる。特に長年の
取引先とは結んでいないことが多い。販売先からの「発注書」は
発行されているが、ない場合は当方から確認書（注文請書）を
メールなどで送付している。「歩引き」に関しては仕入先には昔か
らないが、販売先には2％程度で2社残っている。額も小さく、販売
価格に上乗せしているので問題はない。一定金額を請求先に
プールする「積み引き」も以前はされたことがあったが今はない。決
済条件は現金も手形もある。流れとしては手形から現金へシフトし
ている。先方の資金繰りが厳しいところは現金。糸商は規模が大き
いので手形が多い。支払いサイトは60～90日。販売先の手形比
率は半分くらいで、サイトは末締め90日～120日手形が多い。150
日もある。電子決済が増加し、事務処理が煩雑になっている。コ
ンプライアンス遵守は各社力を入れはじめたと思う。下請法につい
ては大手企業でさえ末端の担当者には浸透していないと感じてい
る。下請法が末端に知れ渡るようにしてほしい。

81 C-4

「基本契約書」については、先方からの要望も多く、大手販売先
とは原則締結しているが、中小の先では締結している先は少ない。
仕入先は小企業が多く、昔からの取引先は締結していない。発注
書は必ず頂き、了承印をつけている。取引開始前の業務条件の
事前確認は書面にて確実に実施している。在庫は受注分は必ず
引き取っていただいている。「歩引き」については10年前までは存在
も知らなかったが、中小アパレル企業と取引を開始し、支払いの段
階で「歩引き」の存在を初めて知った。「歩引き」取引はないが、
一部建設関係との商売において「協力金」などの名目で「歩引
き」のようなものを引かれるケースは残っている。インテリア業界では
カタログ販売時に見本帳協力費という名目で25～30%の負担を
要求されることもある。振り込み手数料については引かれているし、
引いている。決済条件は販売先の90%は手形商売で起算日から
60～90日がほとんど。物販では手形はほとんどない。手形ではな
いが60日後に現金という先はある。当社は要求をごり押ししてくる先
とは原則取引しない方針。仕入先については現金支払い（末締
め翌15日現金）が基本。1社のみ手形が残っている。
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82 D-1

商社系の売買取引については「基本契約書」を結んでいる。発
注書は発行していないがメールやFAX､口頭で行っている。現在は
実需商売が多く、発注分は全量引き取ってもらっているし、当方も
発注した分の在庫は必ず引き取る。「歩引き」は減っているが「現
金引き」がある。長期手形を現金取引に換える方向となった結
果、5%程度の「金利引き」となってしまったケースもある。「歩引き」
はないに越したことはない。販売促進費1%、歩引き2%、現金引き
5%と全てがのせられる場合もある。当方から「歩引き」の廃止をお
願いするには覚悟がいる。「歩引き」分は販売価格に上乗せする
か、最初から受けつけていない。また現在は、販売先、仕入先とも
手形取引はない。高齢化と後継者問題は大きな課題であり、最
低工賃を引き上げても後継者問題の解決は難しい面がある。

83 D-2

「基本契約書」について、仕入先とは購入契約書を結んで代替
している。販売先とは大手については簡単な「売買基本契約書」
（実態は「発注書」に近い）を締結している。先方のフォームであ
るが問題はない。ただし個人間信用取引に近いので突然本人が
退職した場合に問題が発生する。業界内ではサイト210日の手形
取引も残ってはいるが、交渉の結果、手形から現金取引に変更
され、現在は現金取引が多い。ただし、手形の発行がなくても伝票
上は手形の値段から「5％引き」という文面もつけて「歩引き」がな
されることもあり、「金利引き」という形で「歩引き」が残っている。資
本金による下請け区分には問題があると思う。下請け関係にかか
わらず、業界内の悪習は絶つべきで、法律の規定内容を「取引
上してはならぬ事。守るべき事」とすべき。たとえば、「歩引き」は下
請法上の関係があろうとなかろうと「違法」とする、など。取引関係
は対等であるべきと考えている。

84 D-3

「基本契約書」は商社系企業とは締結しているが、通常はあまり
かわさない。取引条件については事前に厳密に取り決めている。
決めた事は必ず守るし守らせる。「歩引き」については撲滅すべき。
「歩引き」されたら販売金額に上乗せされるだけで、非効率な取
引の温床である。販売先との取引条件は、支払いが悪い先とは
現金、支払いが良い先とは手形で行っている。手形決済を現金
決済に変更する際に5%引いてくる先はある。「協賛引き」をしてくる
先もある。手形サイトは最長210日。新規取引先は現金決済が多
い。産地問屋の中には経営危機に瀕した時、「歩引き」を実施し
ていたため生き残った企業がある一方、「歩引き」は行わずに真面
目に商売をしたが、結局倒産してしまった企業もあるのも事実なの
で取引の実情としては複雑な面がある。「歩引き」を実施している
企業に対して聴き取り調査を行ってはどうか。

85 D-4

「発注書」や「基本契約書」を締結することは滅多に無いが、先
方の「発注書」はいただくよう指導はしている。当方からも電話やメ
モで発注することが多い。在庫は多くかかえている。販売機会損失
を避けるため10年前の在庫もある。新用途開拓のための異業種
開拓の強化には努めている。「歩引き」取引は存在しない。「歩引
き」の存在は知らなかった。販売先から一方的に要請されたことが
あったが、販売価格に乗せて良いといわれたので上乗せしている。
当業界では「歩引き」はあたりまえで、手形取引も多いとのこと。
「下請け」に対して委託をすることも「下請け」として委託されること
もある。問屋よりも当社は在庫が多いので問屋が製品を借りに来
ることも多い。手形取引は信用力にある先だけとのみ行っており、
基本的にはお断りしている。
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